
 

  

 

北広島市都市計画マスタープラン 

改訂原案 
 

パブリックコメント閲覧用 

パブリックコメントに対する意見の提出方法 

 

・書面（様式自由）による提出・直接持参、郵送、ファクシミリ、電子メー

ルのいずれか 

・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと（住所・氏名の公表は行いません

が、記入のない意見には回答できない場合があります。） 

 

提 出 先 

 

・市企画財政部都市計画課 

・郵便番号：061-1192 （住所不要） 

・電 話：011-372-3311 （内線７６２） 

・ＦＡＸ：011-372-3850 

・電子メールアドレス： toshik＠city.kitahiroshima.hokkaido.jp 



 

  



 

目  次 

 

            第１章 基本的な姿勢 

１.都市計画マスタープラン策定の背景と目的――――――――１ 

２.都市計画マスタープランの位置づけ―――――――――――２ 

３.都市計画マスタープランの役割―――――――――――――３ 

４.計画の前提――――――――――――――――――――――４ 

５.北広島市の概況――――――――――――――――――――６ 

 

第２章 都市づくりの理念と目標 

１.都市づくりの視点――――――――――――――――――１１ 

２.都市づくりの理念――――――――――――――――――１３ 

３.都市づくりの目標――――――――――――――――――１４ 

４.将来都市構造――――――――――――――――――――１５ 

 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 １.土地利用の基本方針―――――――――――――――――１９ 

２.都市交通体系の基本方針―――――――――――――――２５ 

３.緑・水環境の基本方針――――――――――――――――３０ 

４.都市景観の基本方針―――――――――――――――――３５ 

５.都市防災の基本方針―――――――――――――――――３７ 

６.だれにもやさしい都市づくりの基本方針――――――――３９ 

 

第４章 地区づくりの基本方針 

１.北広島団地地区―――――――――――――――――――４１ 

２.東部地区――――――――――――――――――――――４５ 

３.大曲地区――――――――――――――――――――――５１ 

４.西部地区――――――――――――――――――――――５７ 

５.西の里地区―――――――――――――――――――――６３ 

 

第５章 計画の推進に向けて 

 １.計画実現のための基本的な取り組み――――――――――６９ 

 ２.実現のための検討事項――――――――――――――――７１ 

 
参考資料  ―――――――――――――――――――――――――――７３ 

 
※本文の赤字が改訂箇所 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  基本的な姿勢 

都市計画マスタープラン策定の背景と目的 

 
これからの都市づくりの共通指針として 

都市計画の目的は、市民が安全で快適な生

活をおくり、企業などが効率的な経済活動を

営めるよう、都市の計画的な発展を図り、快

適な都市を形成することにあります。 
 

しかしながら、産業・社会構造の急激な変化

や人びとの価値観・ライフスタイルの多様化

が進む今日、都市づくり＊においても大きな変

革を求められています。 

■都市づくりをとりまく環境の変化■ 

①現在、都市をとりまく環境は、少子高齢化や地球環境問題の進行、産業構造の変化、

地方分権、規制緩和など、社会的、経済的、そして行政的に大きな転換期に直面し

ています。 

②これまでの都市づくりの考え方は、外側に拡大をしながら形成される市街地のコン

トロールを基本としていました。しかし、これからは人口増加や右肩上がりの経済

成長を前提とするのではなく、人びとの価値観やライフスタイルの変化などをふま

え、めざすべき都市像を実現していく過程で生じるさまざまな課題を解決しなが

ら、市民の生活環境の質を高めていく都市づくりが求められています。 

③今後も快適で活力ある都市の維持、増進に努めつつ、行政をはじめ市民や事業者な

ど都市にかかわるすべての人びとが、将来の都市像を一つのものとして共有し、都

市づくりのあらゆる場面でめざすべき方向を確認しながら、連携と協働＊のもとに

互いの責任と役割を担っていく取り組みが重要となっています。 

 

都市をとりまくこのような大きな環境の変

化は、北広島市（以下「本市」）においても例

外ではありません。このため、今後も都市とし

ての活力を維持し、市民生活の安定と向上を図

りながら、少子高齢化の進展、経済構造の再構

築、地球規模の環境問題など、さまざまな未知

の課題に対処していかなければなりません。 

 

 

以上のような認識のもとに、北ひろしまの市

民が将来の世代にわたって安心して住み、暮せ

る都市づくりを進めるための指針として、次の

目的のもとに都市計画マスタープランを策定

します。 

 

■都市計画マスタープラン策定の目的■ 

北広島市都市計画マスタープラン（以下「本計画」）は、社会経済の動向を的確に

ふまえながら、恵まれた環境を大切にし、市民が安全で安心して住み、暮らせる、環

境と調和した快適な「北ひろしま」をつくるため、その将来都市像を市民とともに描

き、これからの都市づくりを進めるにあたっての市民、事業者、行政などが、互いに

連携し協働して取り組んでいくための共通の指針とします。 
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「まちづくり」は、住環境（土地利用、道路、交通、公園、建築等）、自然環境などの都市整備や環境等のハード面と福祉、教育、
文化、スポーツ、生涯学習などの人と人との関係性を含めたソフト面からなると考えられるが、本計画における「都市づくり」は、
主にハード面にかかわるまちづくりを指すものとする。 

同じ目的のために、役割を分担し、ともに協力して働くこと。 

 

＊都市づくり 
 
 

＊協働 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

都市計画マスタープランの位置づけ 

第１章 基本的な姿勢 

都市計画マスタープランの位置づけと他の計画等との関係 

 
 （１）都市計画マスタープラン策定の根拠 

本計画は、都市計画法第18条の２の規定に

よる「市町村の都市計画に関する基本方針」

として定めます。 

 

 （２）都市計画マスタープランと他の計画
等との関係 

本計画は、「北広島市総合計画（第５次）＊」

の基本構想を上位計画として、総合計画におけ

る都市づくりに関連する分野について、緑や環

境、住宅、福祉など他の分野別の計画とも整合

を図りながら定められ、これらが一体となって

総合的に取り組まれることにより、めざす都市

像が実現されます。 

 また、もう一つの上位計画である北海道が定

める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針＊」（都市計画法第６条の２）に即して定めま

す。 

北海道が定める 
都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

 

北広島市都市計画マスタープラン 

土地利用 
 

都市施設 
市街地 
開発事業 

その他 
 

具体の 
都市計画 

 

道路・公園 
など 

 

区画整理
事業など 

 

個別の 
都市計画 

 

【北広島市都市計画マスタープランの位置づけ】 

（３）都市計画マスタープランの見直しに
ついて 

本市では平成16年に平成32年を目標年次と

した本計画を策定しました。その後、上位計画

である「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」の見直しや「北広島市総合計画（第５次）」

が策定され、人口減少・高齢化社会の急速な進

展などの社会情勢の変化や上位計画との整合

を図るため、計画の見直しを行うものです。 

今回の見直しについての方向性として、本市

の行政・交通・文化の中心である東部地区、人

口減少や少子高齢化の傾向にある北広島団地

地区、大型商業施設の進出が続く大曲地区、ス

マートＩＣの開通や工業団地の造成が行われ

ている西部地区、札幌市に接し都市機能が整っ

た西の里地区の連携を強化し、互いに波及効果

を得ながらまちが豊かに発展していく、北ひろ

しまにふさわしいコンパクトシティ＊をめざし
ます。 

市町村の基本構想及び基本計画などの総称。（平成23年度からの10年計画） 

都道府県が定める都市計画区域のマスタープランというべきもの。都市計画区域の目標、市街化区域と市街化調整区域
の区分（区域区分）の方針、土地利用、道路や公園等の都市施設の整備方針などを定める。 

市全体からみて市街地を集中的にまとめるのではなく、５つに分かれている市街地を適切な規模に設定し、集積を高める
ことにより広がりを抑え、利便性の高い市街地を形成するという考え方。 
 

＊北広島市総合計画（第５次）    

＊都市計画区域の            
整備、開発及び保全の方針    

＊北ひろしまにふさわしいコ
ンパクトシティ  

即す 即す 
整合 

即す 

北広島市総合計画 
【第５次】 

 

他の分野の計画 
◇北広島団地活性化計画 

◇緑の基本計画（改訂版） 

◇第２次環境基本計画 
◇都市景観形成基本計画 
◇保健福祉関連計画 
◇その他関連計画 
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第１章 基本的な姿勢 
 

都市計画マスタープランの役割 
市民と行政等が共通の目標をもち、連携・協働して取り組むための指針 

本計画は、これからの北ひろしまの都市づく
りの指針として、本市がめざす将来都市像と、 

 

その実現に向けた取り組みの方向性をまとめ 
たもので、その担う役割は次のとおりです。 

 

 
①変化の早い社会経済のなかで、不確定な要素が多い将来を固定した完成図
を示すのではなく、将来の都市づくりに向けた基本的な方針、理念を示す
ガイドラインです。 
将来を見通すことが難しい今日にあって、固定した将来完成予想図を示すので

はなく、これからの都市づくりの土台となる要素をしっかりとしたものとし、そ

の上に時代の変化から生ずる新しい可能性を受け入れながら、質の高い活力ある

都市づくりに向けたガイドラインを示すものです。 

 

②具体の都市計画＊を定める際の指針となります。 
都市計画法の規定により、本市の定める具体の都市計画は、本計画に即するこ

ととなります。また、地区レベルでの身近なまちづくりへの取り組みにおいても、

その基本的な指針として活用していきます。 

 

③北ひろしまの都市づくりについて、市民と行政がともに考え、その将来の
姿を共有します。 
本計画は、連携と協働の都市づくりを進めるため、市民などの参加を得ながら

策定されています。市民と事業者、行政がおのおのの役割を果たしながら、より

よい都市づくりを進めるために、計画づくりを通じ、北ひろしまの将来の姿につ

いてともに考え、同じ将来像を共有します。 

 

土地利用（市街化区域と市街化調整区域の区分、用途地域等）などの都市計画決定するもの及び都市計画事業。都市計画事業
とは都市施設（道路・公園・下水道等）の整備に関する事業や市街地開発事業（土地区画整理事業・市街地再開発事業等）な
どを指す。 

 

＊具体の都市計画  

 

3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 次 平成12年（基準年次） 平成22年（中間年次） 平成32年（目標年次） 

人 口 57，700人 60，300人 61，500人  

第１章 基本的な姿勢 

 

計画の前提 
中長期的な都市づくりの指針として 

 
 

（１）めざす都市像 

上位計画である北広島市総合計画において、「自然と創造の調和した豊かな都市」を将来にわ
たるまちづくりのテーマとし、めざす都市像を次のように定めています。 

 

【総合計画がめざす都市像と基本目標】 

支えあい 
健やかに 
暮らせる 
まち 

 

人と文化を 
育むまち 

 

美しい環境
につつまれ
た安全な 

まち 
 

活気ある 
産業のまち 

 

快適な生活
環境のまち 

計画の実現
にむけて 

≪基本目標≫ 
 

本計画は、これらの都市像などを前提に、その実現をめざす都市づくりの指針として定めます。 

 

（２）目標年次 

本計画の目標年次は、平成32年（2020年）とします。 

本計画は、事業計画のように全ての事業が目標年次までに達成するというものではなく、目 

標年次までの中長期的な都市づくりの基本的方向を示すものです。  

 
（３）目標年次における人口 

本計画における目標年次の人口を、「北広島市総合計画（第５次）」の人口61,500人とします。 

なお、具体の都市計画の決定等に際しては、その時点における将来の見通しに適切な対応を図

るため適宜その時点での分析等を行い、適切な運用を図るものとします。 
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【めざす都市像】 
 

希 望 都 市 交 流 都 市 成 長 都 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 基本的な姿勢 
 

（４）計画の構成 
本計画は、都市づくりの理念、目標、都市

の将来像とその実現に向けての基本方針を示
す「全体構想」と、市内を５地区（東部地区・
北広島団地地区、大曲地区・西部地区、西の
里地区）に分け、それぞれの地区の将来像を
描く「地区別構想」から構成されています。 

 

（５）計画策定の流れ 
本計画の策定は、市民参加を基調とし、「北

広島市都市計画マスタープラン策定委員会」
における検討をふまえ、最終的に市長が策定
委員会から案として提言を受け、北広島市都
市計画審議会」の議を経て決定・公表してい
ます。 

 

（６）計画見直しの流れ 

計画の見直しは、北広島市都市計画審議会に

専門委員会を設置し、素案を作成し審議会の議

を経て、市民意見を反映させるためのパブリッ

クコメントを実施した後、「都市計画マスター

プラン」を改訂しました。 

 

市   議   会 

現況分析や課題把握 

のための基礎調査 

 

庁内検討委員会 

【平成16年 北広島市都市計画マスタープラン策定時の流れ】 
 

全体構想ワークショップ 
平成13年度 

都市づくりアンケート 
平成13年度 

素案に寄せられた意見 
平成15年度 

地域別構想ワークショップ 
平成14年度 

市 民 参 加 

北広島市都市計画 
マスタープラン策定委員会 

素   案 

 《全体構想》 

○都市づくりの理念・目標 

○将来都市像 

○分野別基本方針 

《地区別構想》 
○地区別の将来像、目標 

○地区別の基本方針 

市長へ提言 

都市計画マスタープラン案 

都市計画マスタープラン 
決定・公表 

通知 

 
市 民 知 事 

諮問・答申 

 
都市計画審議会 

知事へ 
通知 

市（事務局） 

北広島市 

都市計画審議会 

 

 

検討事項 
・計画の進捗状況の点検 

・今後のまちづくりの基本方針 

・素案の審議 

専門委員会 

素案の作成 

諮問 

答申 

市長 

改訂版（原案） 
の作成 

意見 

パブリックコメント 
（市民意見募集） 

改訂版の策定 

庁 議 

報告 

意見 

市議会 

公表 

意見 

募集 
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第１章 基本的な姿勢 

北広島市の概況 
北ひろしまのすがた 

（１）沿革 
市名のもとになっている「広島」は、明治17

年（1884年）に広島県人25戸103人の入植によ

って開拓されたことに由来します。明治27年

（1894年）に月寒村から分離し「広島村」とな

り広島村戸長役場を開設、昭和43年（1968年）

に町制を施行して「広島町」となり、平成８年

（1996年）の市制施行により現在の「北広島市」

に至っています。 
 

（２）位置・地形 
本市は、石狩平野南部に位置し、北西は道都

札幌市、北は江別市、東は長沼町と南幌町、南

は恵庭市に接している周囲約52.5km、総面積

118.54k㎡の都市です。 

地形は、南西部にある島松山（標高492.9m）

付近を除いては、標高約100m前後の丘陵が各所

にあって起伏に富んでいます。また、市内東部

の低地には、水田などの農地が広がっていま
す。 
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第１章 基本的な姿勢 

（３）人口の推移 
 本市の平成22年（2010年）10月1日現在の国

勢調査における人口は60,353人となっていま

す。人口の推移としては、昭和45年（1970年）

からの北広島団地造成とともに急増しており、 

 

平成４年には 5万人に達し、その後も増加を続

けてきましたが、平成 22年（2010 年）の国勢

調査では初めて減少に転じました。 

 
（４）年齢別人口構成比の推移 
平成22年（2010年）10月1日現在の国勢調査

における年齢別人口構成割合は、0～14歳人口

が13.4％、15～64歳人口が64.1％、65歳以上人

口が22.5％となっています。年齢別人口構成割
合の推移としては平成に入ってから、0～14歳 

人口割合は減少傾向が、65歳以上人口割合は
増加傾向が大きくなっており、本市において
も、確実に少子化・高齢化が進行しています。 
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(人) (世帯) 

57,731 60,677 60,353 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）産業人口構成比の推移 
平成22年（2010年）10月1日現在の国勢調査

における産業別人口構成割合は、第１次産業が

2.4％、第２次産業が18.0％、第３次産業が

79.7％となっています。第１次産業は昭和40

年が53.2％と半数以上を占めていましたが、そ
の後急激に減少しました。ｑｑｑｑｑｑｑｑｑ 

一方、第３次産業が昭和50年には59.5％と半数

以上を占めるようになっています。 

第１章 基本的な姿勢 

 

（６）地目別土地面積比 
平成22年度の本市における地目別の土地面

積比は、畑が主体である農地が19.86％（田

7.13％、畑11.93％、牧場0.80％）、宅地が

9.66％、山林が29.86％、原野が5.86％、雑種

地が15.51％、その他が19.21％となっていま
す。 

本市はその多くが山林や農地、雑種地等で

占められており、緑豊かな市街地を形成して

います。 

8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 面 積 割 合 
市街化区域内 

１２用途区分 面積 割合 

市 
街 
化 
区 
域 

住 
居 
系 

1,062 9.0％ 

第１種低層住居専用地域 729.0 42.2％ 

第２種低層住居専用地域 0.8 0.1％ 

第１種中高層住居専用地域 198.0 11.5％ 

第２種中高層住居専用地域 75.0 4.3％ 

第１種住居地域 46.0 2.7％ 

第２種住居地域 4.1 0.2％ 

準 住 居 地 域 9.１ 0.5％ 

商
業
系 

136 1.1％ 
近 隣 商 業 地 域 104.0 6.0％ 

商 業 地 域 32.0 1.9％ 

工 
業 

系 
528 4.5％ 

準 工 業 地 域 143.0 8.3％ 

工 業 地 域 153.0 8.9％ 

工 業 専 用 地 域 232.0 13.4％ 

計 1,726 14.6％ 市街化区域内計 1,726.0 100.0％  

市 街 化

調整区域 
10,128 85.4％ 

  

合計 11,854 100.0％ 

第１章 基本的な姿勢 

（７）都市計画 

①土地利用 

本市は、市全域11,854haを都市計画区域＊に

指定しており、そのうち市街化区域＊が

1,726ha（14.6％）、市街化調整区域＊が

10,128ha（85.4％）となっています。 

平成22年度の市街化区域における土地利用

（用途地域による区分）は、住居系61.5％、

商業系7.9％、工業系30.6％となっており、住

居系土地利用の比率が高くなっていますが、

特に第１種低層住居専用地域が高い割合を占

めています。 

表 土地利用の状況（平成22年度） 
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都市計画法その他関係法令の適用を受ける土地の区域で、中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交
通量などの現況・推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域。 

都市計画区域内で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域。「第２章４．
将来都市構造」における都市地域を指す。また、本文中では市街地とも表現している。 

市街化を抑制すべき区域。「第２章４．将来都市構造」における森林地域や農業地域を指す。 

 

＊都市計画区域  
 

＊市街化区域 
 

＊市街化調整区域 

  

 

（単位：ha） 

工業系 
30.6％ 

商業系 
7.9％ 

住居系 
61.5％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 内 容・規 模 面積又は延長  

都市計画道路 36路線 71,010m 
都市計画公園・緑地 59箇所 140.05ha 
公共下水道 計画処理人口 62,340人 1,726ha 
都市下水路 共栄都市下水路 920m 
その他都市施設 道央地区し尿処理場 1.2ha 

北広島市ごみ処理場 1.9ha 
バイオマス利活用施設 6.8ha 
輪厚川 2,420m 
北広島市火葬場 0.5ha 
北広島霊園 33.2ha 

市街地開発事業 14地区 747.0ha 
地区計画 18地区 271.5ha 

 

②都市施設、市街地開発事業等 
平成22年度における本市の都市計画道路

は、36路線、約71.0km、都市計画公園・緑

地は、59箇所140.1haとなっています。公共

下水道は、平成22年4月1日現在、処理人口

約58,500人、普及率96.3％となっており高

い水準にあります。 

市街地開発事業については、これまでに

新住宅市街地開発事業と土地区画整理事業

を行なっており、地区計画は18地区、約

270haに導入されています。 

 

第１章 基本的な姿勢 

 
表 都市計画施設の状況 
 

イメージ図 
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北広島市は、札幌市に隣接し、豊かな自然や農地に囲まれた５つの市街地から成ります。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市づくりの理念と目標 

（１）これまでの都市づくりと課題 

■北ひろしまの現状 
本市は、道都札幌市の都心からおよそ24km 

に位置する地理的条件と優れた交通網に恵ま

れ、昭和40年代から50年代にかけて押し寄せた

都市化の波を都市づくりのエネルギーとして

発展してきました。良好な住環境をもつ大規模

住宅団地をはじめとする住宅地の開発・整備が

進められ、同時に計画的な工業団地の配置を行

うなど住機能を中心とした住と職が近接する

都市として成長してきました。 

また、計画的な市街地整備を進めてきた結

果、道路、公園・緑地や上下水道などの都市基

盤は高い水準で整備されており、市街地周辺に

は田園地帯が、市の中心部には野幌原始林など

があり、緑豊かな都市環境を形成しています。 

 

■都市型社会＊への移行 

これまでは人口、産業が都市部に集中し、都

市が外側に拡大するといった都市化が急激に

進展しました。その結果、都市周辺の自然や農

地の消失、中心市街地の衰退、郊外部における

交通混雑や環境問題の発生などを招きました。 

本市においても、今後はこれまでの拡大型の

都市づくりから転換を図り、蓄積された既存の

都市基盤を有効に活用しつつ、自然環境と調和

した都市環境の形成、地区の特性をふまえたき

め細かな市街地づくりを基本とし、都市計画や

他の分野の施策と連携して、安全で安心に暮ら

せる身近な生活空間や生活環境の質の向上に
取り組んでいくことが必要となっています。 

■人口の見通し 
北海道における人口動態は、平成９年をピー

クに減少傾向にあり、急激な増加を続けていた

札幌圏においても人口の伸びはゆるやかにな

ってきています。本市の人口は、平成19年をピ

ークに減少に転じており、今後もその傾向は続

くものと予想されています。また世帯規模の縮

小による世帯数の増加、さらなる少子高齢化の

進行なども予想されています。 

 

（２）これからの都市づくりと視点の転換 
このような動向や課題に対応し、北ひろしま

がより一層快適な都市環境を形成し、活力ある

成長を続けていくためには、既存の都市基盤を

最大限に有効活用するなかで、次の５つの視点

に立って、次世代が快適な生活を享受すること

ができる環境を保全しながらも現世代の生活

の質の向上を図っていく都市づくりへと転換

を図る必要があります。 
 

 ＊都市型社会  市街地を拡大していくのではなく、これまで都市に整備された社会資本を最大限活用し、安定した都市環境が形成された社会。 
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都市づくりの視点 
これからの都市づくりに向けて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊都市型社会    市街地を拡大していくのではなく、これまで都市に整備された社会資本を最大限活用し、安定した都市環境が形成された社会。 
 

第２章 都市づくりの理念と目標 

 

■これからの都市づくりの視点■ 

①地区の特性を生かした活力ある都市づくり 
 市街地の特性をふまえた計画的な土地利用と、市民の活動や産業活動を支える交

通施設など都市機能の充実を図るとともに、高い生活利便性を備えた環境の実現

に努めることが必要です。さらに、職と住が近接した札幌圏における産業機能集

積の一端を担い、同時に、市内における多様な雇用機会が提供される活力ある都 

市づくりを進めることが必要です。 

 

②自然環境の保全・創出と安全で住みよい都市づくり 
自然環境の保全と創出により、都市としての快適性の向上を図るとともに、公

害や災害を防止し、環境負荷＊の少ない都市構造や、安全で住みよい都市環境の形 

成が必要です。 

 

③やさしさと個性にあふれ、安心して暮らせる地区環境の創出とコミュニテ
ィ＊の活力を高める都市づくり 
それぞれの地区の特性を生かしながら、市民が互いに支えあい、住み続けられ

る地区づくりを進めるとともに、安心して暮らせるよう福祉に配慮した都市づく

りに努め、やさしさあふれる地区環境の創出を図ります。また、多様な活動や交

流が活発に展開する環境を整え、互いの交流を通じた強い結びつきが生まれる都 

市づくりをめざすことが必要です。 

 

④都市基盤の効率的な活用による快適な都市づくり 
行財政をとりまく環境が一段と厳しさを増すなかで、既存の都市基盤の適切、

かつ効率的な活用を図り、快適で活力ある都市を支える機能の確保に努めること 

が必要です。 

 

⑤環境との調和と共存が図られる都市づくり 
良好な生活環境が確保されていくためには、土地の高度利用や自動車に頼らな

い交通の整備などエネルギー効率のよい都市基盤の整備と維持・保全を進めると

ともに、一人ひとりが環境問題に関心をもち、消費型から循環型地域社会＊の形成 

に努めていくことが必要です。 
 

人の活動により環境に及ぼす影響であって、環境を保全する上で支障の原因となるおそれがあるもの。 

地域社会の意味。居住地や関心をともにすることで営まれる共同体。 

環境への負荷を小さくするため、資源リサイクルなどを推進し、人間の活動により生じる物質を自然界の中で循環できるようにす
る社会。 

 

＊環境負荷  

＊コミュニティ  

＊循環型地域社会  
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第２章 都市づくりの理念と目標 

都市づくりの理念 
身近な生活環境の質の向上を図り、快適な都市生活を実現する 

本市は、豊かな自然につつまれ、健康で活力

に満ちた人びとが、活発な文化的・経済的活動

を展開し、互いの交流を通じてやさしく、そし

て力強い結びつきのもとに環境と調和した快 

適な都市を目指しています。 

本計画では、このような将来の北ひろしまを 

実現するためには、それぞれの地区が特性を生

かした個性を磨きながら、人もまちも光り輝く

都市として固く結ばれていくことが必要だと

考え、都市づくりの視点と基本方向をふまえた 
理念を次のように定めます。 

都市づくりの理念 
 

個性あふれる地区
ま ち

が結びついた 

緑豊かな都市 

 
自然とふれあい 文化をはぐくみ 

人びとが紡ぐ交流の絆が 個性ある５つの地区
ま ち

を結ぶ 

快適で緑豊かな都市をめざして 
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第２章 都市づくりの理念と目標 

 

都市づくりの目標 
快適で緑豊かな都市を目指して 

都市づくりの理念を実現するため、次の６つの都市づくりの目標を定めます。 

■都市づくりの目標■ 

①既成市街地の都市基盤の有効活用を基本とした、生活環境の質の向上を図ります 

市民のだれもがそれぞれの価値観やライフスタイルに応じて、心豊かな生活がおくれるよう、一定

の都市基盤が整った既成市街地の有効活用を基本とした生活利便性の向上や、多様な住まい方に対応

する土地利用など、人と環境にやさしい質の高い都市づくりを進めます。 
 

②緑豊かで快適な生活環境と活力ある都市づくりを進めます 

ゆとりとうるおいのある快適度の高い生活環境の向上に努め、創造的生活と活力ある経済活動な 

どが活発に展開される、緑豊かな空間と都市機能が調和した都市づくりを進めます。 
 
③安全・安心な環境のなかで、地区ごとの個性を伸ばし育てます 

東部地区、北広島団地地区、西の里地区、大曲地区、西部地区の５つの地区で、だれもが安全で安

心して暮らせる生活環境の充実を図るとともに、それぞれの地区の特性を生かしながら個性を伸ば

し、また育てることができる都市づくりを進めます。 
 

④各地区のつながりを高める交通網の整備を進めます 

各地区間の人の移動や文化活動などの交流を活発化するため、自動車道路はもとより、人と環境に

やさしい歩行者・自転車道路や公共交通の充実など、それぞれを結ぶ交通網の整備を進め、市民が生

活の利便性を感じられる都市づくりを進めます。 
 

⑤市の中心にある森林と周辺の空間を活用した交流機能の形成を進めます 

各地区の市民のつながりを深めるため、市街地に囲まれた市の中心部にある国有林などを核とした

自然環境とその周辺空間を活用し、自然や文化、スポーツなど多様な分野での交流を促進します。 
 
上記の目標を継承しつつ、新たな目標を定めます。 
 
⑥各地区の連携を強化し、北ひろしまにふさわしいコンパクトシティを目指します。 

本市の行政・交通・文化の中心である東部地区、人口減少や少子高齢化の傾向にある北広島団地地

区、大型商業施設の進出が続く大曲地区、スマートＩＣの開通や工業団地の造成が行われている西部

地区、札幌市に接し都市機能が整った西の里地区の連携を強化し、互いに波及効果を得ながらまちが

豊かに発展していく、北ひろしまにふさわしいコンパクトシティを目指します。 
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第２章 都市づくりの理念と目標 
 

将来都市構造 

緑に囲まれた環境をもつ市街地の都市構造 

■北ひろしまの都市構造 
本市は、ＪＲ千歳線のほか高速自動車道、国

道、道道などの広域的な交通網が市内を縦横断 

しています。 

市街地の形成は、同心円的な広がりをもつ市

街地ではなく、これら鉄道、道路の沿道に樹林

地や農地などの緑によって囲まれる形で５つ

に分かれており、それぞれが特性をもつ生活圏 

を形成しています。 

 

■市街地形成の考え方 
これまでは、急速な都市化の進展に対応し、

計画的に市街地の拡大を進めてきましたが、今

日では人口が減少傾向となっており、既成の市

街地内においてもまだ利用されていない土地

が散在しています。また、地区の中心となる核

が明確になっていない地区や日常生活に必要

な機能が十分ではない地区もあるため、必ずし

も利便性の高い都市とはなっていません。 

 少子高齢化社会における市民の多様なニー

ズに対応した住宅需要、事業系の土地需要など

に対しては、既成市街地の低・未利用地＊の有

効利用、利便性の高い場所における土地の高度

利用などによって市街地の拡大を抑制し、既存

の都市基盤を生かしたコンパクトな市街地形

成＊を図る必要があります。 

 また、それぞれに一つの生活圏として地区の

特性をふまえた基礎的な機能の充実を図るこ

とにより、車を使わなくても歩いて商業施設や

公共施設などを利用しやすい環境がつくれ、身

近に感じることができる市街地周辺の豊かな
自然や農地を保全することができます。 

（１）土地利用 

日常の生活圏を考慮した５地区の市街地か

らなる都市地域、市中心部にある広大な国有林

をはじめとする森林や市街地周辺の樹林地か

らなる森林地域、食糧生産や国土保全など多面

的な機能を持つ農業地域が調和した都市づく

りを進めます。 

 

①都市地域 

●緑に囲まれた各地区の市街地環境の質を高

めるとともに、個性ある快適な都市環境の向

上を図ります。 

●各地区形成の歴史や地理的条件、施設立地の

現状、新たな土地需要などを考慮しつつ、住

宅・商業・工業・その他の都市機能を適切に

配置し、各地区を生活単位とした必要な機能

を整え、それらが集合体として発揮する都市

機能を高めていきます。 

利用がなされていない土地、又は立地条件からみてその利用形態が社会的に必ずしも適切でない（低位な）土地。 

 

＊低・未利用地  
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3 

さらに、自然や歴史、文化などの地区の個性

を高めながら、相互に補完し合い、交流を深め

るため地区間のネットワークを強化し、市街地

を取り巻く豊かな自然環境や農地と調和した 

都市を目指します。 

 

都市づくりの理念・目標を実現するため、将

来の都市構造を土地利用、都市の軸線、拠点地

区・核地区という設定のもとに、それぞれが適

切な土地利用、環境と調和のとれた良好な都市 
環境を形成します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市づくりの理念と目標 

②森林地域 
 ●都市構造の骨格を構成している森林やま   

とまった樹林地は、将来にわたって良好な

都市環境を支える緑空間として、現世代そ

して将来の世代に共通の大切な財産とし 

て保全を図っていきます。 

●さらに、地形や河川、道路などを活用する

とともに新たな緑空間の創出を図り、身近

な緑に囲まれた市街地という構造特性を

一層魅力あるものとなる取り組みを進め、

緑に特色をもつ北ひろしまらしい“都市と

自然の共存関係を保つ環境”の形成を図り

ます。 

●市の中心部にある国有林などを核として、

その周辺の緑につつまれた空間を「（仮称）

交流の森＊」と位置づけ、地区間の連携機

能はもとより、心豊かな人びとを育む緑の 

交流空間として活用を図ります。 

 

③農業地域 

●農地については、市民のための貴重なオー

プンスペース、保水機能、景観形成資源な
どとして維持・保全を図ります。 

【地区交流軸】 

●各地区から交流の森に至る道道栗山北広

島線、市道大曲東通線、市道輪厚中の沢

線や、市道広島輪厚線などを、地区間の

人びとの交流を促進する軸線と位置づ

け、公共交通の充実や自動車、自転車で

の円滑な移動、歩行者の安全などに配慮

した交通・道路環境の整備、充実を図り、

各地区間の連携強化に活用します。 

 

②緑の軸 

●野幌森林公園から国有林、南の里の森、富

ヶ岡の森、仁別・三島の森へと南北方向に

連なる緑空間を、都市構造上の骨格軸を構

成する緑の軸として位置づけ、保全、育成

していきます。 

 

（２）都市の軸線 

①交通軸 

【広域交流軸】 

●道内有数の幹線鉄道として大きな輸送機能

を有するＪＲ千歳線、道内を縦断し高速交

通ネットワークの基軸となる道央自動車

道、古くから沿道に市街地が形成され、現

在も交通量が多い国道36号、国道274号、道

道江別恵庭線の３路線、および羊ヶ丘通を

市内外の人びとの交流を支える広域的な交

流軸と位置づけ、周辺市町や本市の地区間

の連携強化に活用します。 
 

（３）拠点地区・核地区 

●ＪＲ北広島駅周辺は商業・文化・住宅など

多様な都市機能が集積しており、交通の利

便性も高いことから、本市の中核的な拠点

地区と位置づけます。 

●５つの地区ごとに商業・業務施設や文化施

設などを中心とする核を位置づけ、既存機

能の強化や新たな機能の創設により、地区

の住民や情報が集まる地区の核づくりを

進めます。 
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＊交流の森       各市街地に囲まれた市の中心部にある国有林などを活用し、自然や文化をテーマとして各地区の連携や市民・市外住民との交
流を図ることを目的とした空間。 



 

 

将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市づくりの理念と目標 
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土地利用の基本方針 

くらしやすさが感じられる緑豊かな環境と調和のとれた土地利用 

本市を構成する各地区が特徴的な個性をも

ちながらつながりを強め、住み良さが感じら

れ落ち着いて暮らせる住宅地、市民各層が便

利で楽しめる商業地、産業活動を増進させ雇
用の場を創出する工業・業務地、農業施策と 

の連携のもとに保全を図る市街地周辺の農地

など、ゆとりとうるおいのある緑豊かな環境
と調和した土地利用を進めます。 

１−２．土地利用の特性（現況と課題） 

●本市は、全市域を都市計画区域に指定し、市

街化区域と市街化調整区域の区域区分を図

り、市街化調整区域にあっては無秩序な開発

を抑制するとともに、計画的な市街化区域の

拡大と都市基盤の整備を進め、良好な市街地

の形成に努めてきました。今後も、住宅地、

商業・業務地、工業地などの都市的土地利用

と農地、樹林地などの農山村的な土地利用が

調和した空間構成が確保されるよう誘導す

る必要があります。 

 

●良好な住環境の形成や維持・保全、子どもか

ら高齢者、障がい者などすべての人が安心し

て住むことのできる住宅地環境の形成が必

要です。 

 

●日常生活に必要な機能が不足している地区

や地域商業機能の低下がみられる地区があ

るため、各地区の個性化を図り生活の利便性 

が感じられるよう、地区の特性に応じて都 

 

市機能の適切な配置、充実を図り、それぞれ

の地区における中心地の形成を進める必要

があります。 

 

●昭和40年代に造成され、同世代の世帯が短期

間に居住を始めた大規模な住宅団地は、少子

高齢化などにより、年齢構成や世帯構成の偏

りが進行しています。地区のコミュニティを

維持するため、多様な世代がバランスよく居

住できる住宅団地づくりが今後必要となっ

ています。 

 

●市街地内の低・未利用地は、周辺環境との調

和を図りながら、計画的な開発整備を誘導・

促進し、活気ある市街地の形成を進める必要

があります。 

 

●札幌市に隣接する市街化調整区域の幹線道

路沿道において、プレハブの事務所や倉庫等

の違反建築物が増加しており、巡回や指導を 
強化していく必要があります。 
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１−１．土地利用の目標 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 

１−３．土地利用の基本方針 

本市における土地利用の基本的な方向を次のように定めます。 

■土地利用の基本的な方向■ 

①各地区における生活利便性の向上 
周辺の環境などに配慮しつつ、各地区に人口や産業を適切に誘導するとともに、

地区の核づくりを進め、日常の生活圏における利便性の向上を図ります。 

 

②効率的で適正な土地利用 
低・未利用地の有効な活用、利便性の高い場所での土地の高度利用、適切な用

途への転換などを促し、効率的で適正な土地利用による都市機能の向上を図り、

市街地周辺の樹林地や優良な農地を保全します。 

 

③魅力ある市街地環境や自然環境の保全と創出 
魅力ある市街地環境や緑豊かな自然環境の保全と創出を図り、うるおいとやす

らぎのある快適な都市環境づくりを進めるとともに、機能別に適切な土地利用の

誘導に努めます。 

 

④地区の特性をふまえた市街地環境への誘導 
地区の特性をふまえた土地利用を検討し、それが個性と魅力ある地区形成とな

るよう、さまざまなまちづくりの手法を活用して、市街地環境をきめ細かく誘導
します。 

■社会的・経済的構造や行財政をとりま
く環境は、あらゆる場面で「右肩上が
り」というこれまでの前提を大きく変
えています。そのため、事業系の土地
需要、少子高齢化社会における市民の
多様なニーズに対応した住宅需要な
どは、原則として既成の市街化区域内
へ誘導し、既存の都市基盤の有効活用
と効率的な維持・管理を図ります。 

 
■このような考え方に基づき、市街地の

範囲は既成の市街化区域を基本とし
ます。ただし、工業・商業・業務系の
新たな市街地の拡大を考慮する場合
は、既成市街地との一体性や周辺の環
境との調和、適正な規模を勘案するな
ど、過大とならない適切な範囲で土地
利用を図ります。 

 

■市街地の整備・充実を円滑に進めるた
めに、各種規制・誘導・整備手法につ
いて検討を進め、適切な運用を図ると
ともに、民間活力の有効な活用を図り
ます。 

 
■土地利用の実態などにより、用途地域

＊等を見直す必要が生じた場合、周辺
の環境などをふまえ、適切な用途地域
への変更等を検討し、良好な市街地環
境の形成を図ります。 

 
 

＊用途地域    都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、建築物の用途・容積率・建
ぺい率及び高さについて制限を行なう制度。おもに、住居系・商業系・工業系に分かれ、12種類の用途地域が設定されている。 

 

市 街 地 整 備 の 考 え 方 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

〔１〕市街化区域の土地利用の基本方針 −うるおいのある快適で個性的な市街地の形成− 

（１）住宅地環境の保全・形成 

○計画的に開発整備が進められた多くの住宅地

は、周辺にある身近な緑に囲まれる形で形成さ

れ、全体として住環境の良好な市街地が形成さ

れています。今後も、住宅需要に対応するとと

もに、住み心地の良さを感じながら落ち着いて

暮らせる環境の形成を図ります。 

 

①利便性の高い中高層住宅地（まちなか住宅地） 

●ＪＲ北広島駅周辺は、土地の高度利用を図りな

がら商業機能等の導入に合わせて中高層の集合

住宅を立地させ、既存の都市機能の集積を生か

した利便性の高い、都市の快適性が感じられる

まちなか住宅地の形成を図ります。 

 

②住宅や店舗などが混在する住宅地（一般住宅地） 

●戸建住宅と集合住宅が混在し、また、商業施設、

飲食施設、業務施設などとの混在がみられる一

般住宅地は、住環境、商業環境、業務環境が相

互に調和した生活利便性の高い住宅地の形成を

図ります。 

 

③住宅が中心の住宅地（専用住宅地） 

●計画的に整備された戸建、集合住宅地が中心の

専用住宅地は、花を生かしたまちづくり、統一

感のある住宅地づくりなど、住民が主体となっ

てきめの細かいまちづくりのルール＊を定め、良

好な住環境の創出を図ります。 

●北広島団地などは住民の高齢化が急速に進行し

ていることから、良好な住環境を損なわないよ

うに配慮しながらコミュニティを維持するた

め、住まい方の多様化による、子育て世代への

住み替え誘導、地域商業施設の立地誘導を図り

ます。 

●少子高齢化社会における市民の多様なニーズに

対応した住宅需要に対応するため、市街地内の

利用されていない土地の有効利用を図ります。

さらに不足する場合には、市街地周辺の樹林地

の保全や住宅地としての安全性に配慮しながら 

開発適地を選択し、ゆとりとうるおいの感じら

れる専用住宅地の形成を図ります。 
 

●公営住宅における居住水準の向上を図るため、

計画的な建替や改善を行います。 

 

（２）商業・業務地環境の保全・形成 

○市民の利便性や快適性を享受できる都市づくり

を進めるため、商業振興施策の連携のもとに、

ＪＲ駅周辺における商業・業務地や住宅地内の

地域商業地、さらには幹線道路沿道における商

業・業務地の計画的な配置を進めるとともに市

内における多様な雇用機会の提供を図ります。 

 

①駅周辺商業・業務地 

●ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設の立

地、集積を図るとともに、安全で快適に歩ける

歩行者空間を整備します。また中央地区は、Ｊ

Ｒ線の車窓からの景観にも配慮し花や木による

緑化を進めるなど、環境の整備により、うるお

いのある商業・業務地の形成を図ります。ＪＲ

北広島駅周辺から中央地区にかけては歩行者・

自転車道路による連絡性を生かし、商業・業務・

飲食などが複合的に集積したにぎわいのある中

心商業・業務地の形成を図ります。 

●ＪＲ上野幌駅周辺は、自然環境との調和や利用

者の利便性などに配慮し、関係機関と協力しな

がら、駅機能を生かした商業・業務施設などの

立地誘導について検討を進めます。 

 

②地域商業地 

●高齢社会に対応し、住宅の身近なところで日常

生活に必要なものを入手できるように、地域の

特性に応じた商業環境の整備を図りながら、だ

れもが利用しやすい地域商業地の形成を促進し

ます。また、文化施設などと合わせて人や情報

が集まる地区のコミュニティ中心地の形成を図

ります。 

＊まちづくりのルール 
 

＊市街化調整区域の
建築形態規制  

 

地区計画や建築協定、まちづくり協定などの住民の望む住み良いまちづくりを進めるための手法で、地区の住民が話し合い、建物の
建て方や色彩、街並みなどについての地区独自のルールを決めることができる。 

市街化調整区域における住環境の安全や快適さを守るため、建築物の大きさ、高さなどを規制するもので、特定行政庁である北海道
が定める。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 
（３）工業地・主要幹線道路等の沿道環境の形成 

○本市の既存の工業団地には、多くの企業が立地、

操業をしていますが、今後も活発な事業活動が展

開されるよう、産業振興施策の連携のもと、工業

地環境の保全と向上を図ります。また、産業・経

済活動の一層の活発化と多様な雇用機会の提供

を図るため、立地特性を生かし、新たな工業団地

の整備を検討します。 

 

①工業地 

●造成中の北広島輪厚工業団地には、本市の地理的

優位性を生かして企業の誘致を図るとともに、既

存の工業団地の未利用地には工場等の建設を促

進します。 

●環境問題や新エネルギー等に対応した、次世代型

の新たな産業への転換を視野に置き、新たな工業

団地の開発を検討します。 

●工場等の敷地内においては、緩衝林などによる緑

化を進め、周辺の緑環境と調和したうるおいの感

じられる工業地環境の形成を図ります。 

●既存の工業団地（工業専用地域）において

は、工業団地としての機能に支障のない範

囲で、そこで働く人のための利便施設（物

品販売施設、飲食施設）の立地について検

討します。 

 

②主要幹線道路等の沿道 

●国道36号、国道274号、道道江別恵庭線など

の主要幹線道路沿道の市街化区域内におい

て、街路樹による緑化や看板の規制などに

より本市のイメージアップを図りつつ、沿

道機能を生かした商業・業務施設や軽工

業・物流施設が立地するよう、うるおいの

ある沿道環境の形成を図ります。 

●羊ヶ丘通沿道の大曲幸地区および道道栗山

北広島線沿道の美沢地区については、未利

用地の利用を促進し、幹線道路等の沿道機

能を生かした商業・業務施設などの立地を

図ります。 

●輪厚パーキングエリア周辺は、スマートＩ

Ｃ機能など地域特性を生かした土地利用に

ついて検討を進めます。 
  

〔２〕市街化調整区域の土地利用の基本方針 −無秩序な市街化の抑制と豊かな緑環境の保全− 

本市は、昭和44年に全市域を都市計画区域に指

定し、同45年には市街化区域と市街化調整区域

の区域区分を行い、市街化区域の計画的な拡大

と市街化調整区域での無秩序な開発の抑制に努

めてきました。 

この結果、市街化調整区域は、森林と農地を 

 

中心とした、市民にやすらぎとうるおいを与え

る大切な緑の空間として保たれていることか

ら、今後も多くの市民が自然に親しみ、農業に

ふれ、レクリエーションを楽しむ場としての空

間保全に努めます。 

 

■市街化調整区域は、開発規制・建築規
制がはたらいているため建築可能な建
築物が限られていますが、秩序ある土
地利用を図るため、市街化調整区域に
おける建築形態規制＊（建築物の建ぺい
率＊、容積率＊など）に基づき、良好な
自然環境や住環境の保全を図ります。 

 
■計画的な市街地形成に影響を与えない

よう配慮しながら、市街化調整区域に
おける新たな土地利用の規制・誘導手 

 

法の活用について慎重に検討を進める
とともに、開発許可＊については、農業
施策などとの調整を図りながら適正な
運用を図ります。 
 

■森林などの貴重な自然や優良な農地に
ついては、市民のための貴重なオープ
ンスペース＊、保水機能、景観形成資源
などとして維持・保全を図ります。 

 
■市街化調整区域での違反建築行為に対
応するため、定期的な巡回活動や行政
指導等を強化し適正な土地利用を図り
ます。 

建ぺい率は、敷地面積に対する建築物の建築面積の割合をいい、容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合をいう。 

主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更に対する許可制度のこと。 

公園・広場・河川・農地など建物によって覆われていない土地。あるいは敷地内の空地を総称していう。 

＊建ぺい率、容積率  

＊開発許可 

＊オープンスペース 

 

市街化調整区域の土地利用の考え方 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

（１）森林地域環境の保全と活用 
○森林やまとまりのある樹林地については、守

るべき緑地の指定などにより保全を図るとと

もに、無秩序な開発の防止に努めます。 

また、人が自然とふれあい、交流ができる緑

空間については、市民の散策や憩いの場、自然

体験やボランティア活動の場などとして活用

を図ります。 

 

①森林やまとまりのある樹林地の保全 

●大気の浄化や国土の保全、市民の健康増進な

ど、多様な機能を有する森林や樹林地につい

ては、森林所有者の理解を得ながら、守るべ

き緑地の指定などにより保全を図ります。 

●貴重な自然環境を次世代に継承するため、森

林地域の開発にあたっては開発業者に対して

適切な指導を行い、無秩序な開発の防止を図

ります。 

 

②森林やまとまりのある樹林地の活用 

●南の里をはじめとする森林やまとまりのある

樹林地は、保全を基本としつつその環境の状

況をふまえ、自然とふれあう場としての活用

も図ります。 

●市の中心部にある国有林などを核として、そ

の周辺の緑につつまれた空間（北広島レクリ

エーションの森、きたひろしま総合運動公園、

平和の灯公園、輪厚川親水空間、中の沢周辺、

ふれあい公園、緑葉公園、きたひろサンパー

ク、富ヶ岡の森などを含む）を「（仮称）交

流の森」として位置づけ、自然と創造の調和

した環境づくりを進めます。 

●市街地に近い樹林地は、市民が身近なところ

で自然にふれあえる場としての活用を図りま

す。 

 

（２）農業地域環境の保全と活用 

○農業の振興により優良な農地の保全を図

るとともに、市民が土にふれ、作物を収穫

する市民農園＊や観光農園＊などのグリー

ンツーリズム＊の展開により、農業施策と

の連携のもとに都市と自然と農業が調和

した農業環境の形成を図ります。 

 

①農地の保全と活用 

●農地については、市民のための貴重なオー

プンスペース、保水機能、景観形成資源な

どとして維持・保全を図ります。 

●市街地近郊の農地については、市民が土に

ふれ、作物を収穫する体験ができる市民農

園や観光農園などのグリーンツーリズム

の展開により、農地の保全を図るとともに

市民と農業者の交流が生まれる環境の創

出を図ります。 

＊市民農園 

＊観光農園 
 

＊グリーンツーリズム 

市民が小面積の農地を利用し、野菜などを育てる農園のこと。市民農園整備促進法に基づく。 

農業に関わるさまざまな体験を通して、人びとが楽しみながら農業への理解を深めるとともに、消費者と生産者の交流の場と
もなる農園。 

農山漁村地域などにおいて、農林漁業体験や地域の自然や文化にふれ、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

２−１．都市交通の目標 

鉄道駅・駅周辺の充実により交通結節点＊と

しての拠点性を高めるとともに、鉄道やバスの

利便性向上や幹線道路の計画的な整備を総合

的に行い、地区内、地区間、近隣市町間との交

通を充実し、移動手段を選択できる都市交通の

実現を目指します。 

 

また、住宅地内の通過交通の抑制や広くて段差

のない歩道、市内・市外を結ぶ歩行者・自転車

道路を整備し、安全で楽しい歩行者自転車空間
の創出を図ります。 

２−２．都市交通の特性（現況と課題） 

●ＪＲ千歳線は、札幌市や新千歳空港などを結

び、道内有数の幹線鉄道として大きな輸送機

能を有しています。この鉄道機能との結節を

より快適なものとするため、鉄道駅、駅周辺

の充実を進め、交通結節点としての拠点性を

高めていくことが必要です。 

 

●道路網は、高速自動車道路、主要幹線道路等

の広域幹線道路に恵まれ、周辺都市および全

道へと広がる利便性の高い道路ネットワー

クを形成していますが、市域内道路網につい

ては、地震災害などの緊急時の対応も考慮し

た、各地区の連携強化や地区内道路の充実な

ど、快適な生活環境を確保する道路ネットワ

ークの形成が必要となっています。 

 

●一部の地区では、子どもや高齢者、障がい者

などが、公共交通を使用して駅や他の地区の

商業・文化・教育施設などを利用しにくい状

況になっています。一方、札幌市・北広島市・

恵庭市を結ぶ広域自転車道として道道札幌

恵庭自転車道線＊等の整備や自転車利用環境

整備モデル事業＊の指定を受けて歩行者・自

転車道路の整備が進められています。高齢化

が進むなかで、だれもが利用しやすい公共交

通や歩行者・自転車道路の拡充など、自動車

に頼らない、人と環境にやさしい交通機能の

整備が必要となっています。 

 

都市交通体系の基本方針 
快適性、速達性、安全性、信頼性のある円滑な交通 
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＊交通結節点 

 

＊道道札幌恵庭自
転車道線 

 

＊自転車利用環境
整備モデル事業 

 

駅前広場のように、バス、自動車、鉄道など異なる交通手段を相互に連結する場所。 

 

札幌市中央区北2条東20丁目地先からＪＲ恵庭駅までの約32kmの自転車・歩行者専用道路。旧国鉄千歳線跡地を利用したこの自転車道
線は、現在、札幌市白石区東札幌からＪＲ北広島駅東口までの約20kmが供用中で、この先恵庭市境まで整備中である。 

 

環境や人にやさしい自転車の利用を促進するため、自転車専用道路、自転車駐車場などの利用環境整備を国が支援して行う事業。平成
11年（1999年）に、本市を含む全国で14の都市がモデル都市に選ばれた。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 

２−３．都市交通体系の基本方針 

本市における都市交通体系の基本的な方向を次のように定めます。 

■都市交通体系の基本的な方向■ 

①多様なネットワークの形成 
本市の特徴である５つの市街地からなる都市構造をふまえて、公共交通、広域

的な幹線や市域内道路、歩行者・自転車道路などの充実により、移動手段が選択

できる多様なネットワークの形成を図ります。 

 

②人と環境にやさしい交通機能の充実 
公共交通の利便性の向上や歩行者・自転車道路の整備などにより、自動車に頼

らない交通網や、福祉に配慮した道路空間の形成など、人と環境にやさしい交通

機能の充実を図ります。 

 

③うるおいとやすらぎのある道路空間の創出 
冬期間も安全で円滑な交通機能の確保や街路樹や花と一体となったうるおいと

やすらぎのある、安全で快適な道路空間の創出を図ります。 

（１）都市間を結ぶ広域的な道路（広域幹線
道路）の整備 

○道央都市圏＊における広域的な人や物の移動

を円滑にするとともに、本市における骨格的

な道路網を形成するため、高速自動車道、国

道、道道による広域幹線道路網の整備や適正

な維持を促進します。 

 

①高速自動車道路 

●道央都市圏における移動の高速化、圏外の都

市との連携を強化するため、高速交通ネット

ワークの骨格として道央自動車道の機能の

維持を促進します。 
 

②主要幹線道路 

●広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を

強化し、本市における骨格的な道路網として

国道36号、国道274号、道道江別恵庭線、羊

ヶ丘通を主要幹線道路として位置づけ、道路

交通機能の強化を促進します。 

●羊ヶ丘通については、輪厚スマートＩＣとの

アクセスや、東西を結ぶ幹線道路との接続、

恵庭市までの延伸に向けた検討を行います。 

 

＊道央都市圏 札幌市を中心とした小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、長沼町、南幌町、の７市３町からなる圏域。 

26 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

（２）都市内の道路（幹線・補助幹線道路、
区画道路）の整備 

○主要幹線道路を補完し市内の各地区間を連

携する幹線道路、また、幹線道路を補完し地

区内を連絡する補助幹線道路、さらに住宅地

内の区画道路により安全性、利便性の高い道

路ネットワークの形成を図ります。 

 

①市内の各地区間を結ぶ道路（幹線道路） 

●地区間の連携を強化するため、道道栗山北広

島線や市道広島輪厚線をはじめとする各地

区間を結ぶ道路を幹線道路として位置づけ、

道路交通機能の強化を促進します。 

 

②地区内の道路（補助幹線道路） 

●幹線道路を補完する地区内の道路を補助幹

線道路として位置づけ、輪厚中央通などの未

整備区間の整備を推進するとともに、老朽化

した道路の再整備、適切な補修、改良など維

持管理を行います。 

 

③生活に密着した道路（区画道路） 

●幹線道路や補助幹線道路を補完する区画道

路は、市民生活に密着した道路として順次整

備を進めるとともに、適切な補修、改良など

維持管理を行います。また、地区住民と行政

が協働して安全性を高めるなど、歩行者、自

転車、自動車が共存でき、歩いて楽しい道路

空間の形成を図ります。 

 

④適切な都市計画道路網の配置 

●新しい都市計画道路＊の計画にあたっては、

周辺の土地利用をふまえ、既存の市街地や道

路との連絡性などに配慮しながら、社会経済

動向などを分析した上で適切に定めていき

ます。また、既定の都市計画道路のなかで相

当の期間整備未着手の路線については、「北

広島市都市計画道路の見直し方針」に基づき

都市計画道路の変更や廃止の手続きを進め

ます。 
 

（３）歩行者・自転車道路の整備 

○子どもから高齢者、障がい者などだれもが安

全、快適に移動し、自動車に頼らない生活が

できる市街地づくりを進めるため、歩行者空

間や自転車道路を確保し、日常生活やレクリ

エーションを楽しくする歩行者・自転車道路

のネットワークを形成します。 

 

①歩行者道路 

●駅周辺や商業施設、コミュニティ施設などの

人が多く集まる場所を中心として、広くて段

差のない歩道などだれもが利用しやすく、安

全で快適な歩行者空間を確保します。 

●住宅地内において、地区住民と行政が協働

し、木や花などにより緑化を進め、地区住民

が憩い、交流する個性的な道路空間の創出を

図ります。 

 

②自転車道路 

●近隣市町を連絡する広域的なサイクリン

グ・ネットワーク＊を形成するため、道道札

幌恵庭自転車道線等の整備を促進するとと

もに、沿道に休憩施設等を配置します。 

●市内の各地区間の連携を強化するとともに、

自然景観の優れたところやレクリエーショ

ン施設等を歩行者・自転車道路で結ぶサイク

リング・ネットワークを形成します。また、

通勤、通学、買い物など日常の移動やレクリ

エーションとして自転車が安全、便利に利用

しやすい環境整備を進めます。 

 

＊都市計画道路 
 

＊サイクリング・
ネットワーク 

都市計画法に基づいて都市計画決定した道路をいう。その区域は、将来の事業が円滑にできるよう制限が働き、建築規制が課せら
れる。 

道道札幌恵庭自転車道線を軸に、近隣市町や市内のレクリエーション施設などを歩行者・自転車道路で結ぶネットワーク。全ての
路線が自転車歩行者専用道路というわけではなく、一般道路の歩道を利用する路線を含む。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 

（４）公共交通の充実 

○高齢社会に対応したまちづくり、また、自動

車に頼らない環境にやさしいまちづくりを

進めるため、鉄道駅の交通結節機能を強化す

るとともに、鉄道やバスによる利便性の高い

公共交通網の形成を図ります。 

 

①駅・駅前広場 

●ＪＲ北広島駅における移動や施設利用の利

便性や安全性の向上を促進するため、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関す

る法律」に基づきバリアフリー化を推進しま

す。また、ＪＲ上野幌駅は、関係機関と協力

しながら、周辺の自然景観との調和や利用者

の利便性等に配慮した駅前整備のあり方に

ついて、検討を進めます。 

 

②公共交通 

●都市間交通網と市内交通網とのネットワー

クの充実を図ります。 

●バス交通に関する市民要望を把握し、バス事

業者との連携によりバス路線の維持安定に

努めます。 

●交通空白地域＊の交通を確保するため、利用

者ニーズに応じた公共交通運行の検討を進

めます。 
 

（５）道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性を高めます。また、市民・事

業者・行政が協力しながら木や花による緑

化を進め、うるおいのある道路空間の創出

を図ります。 

＊交通空白地域 

 

駅の勢力圏を1ｋｍ、バス停留所の勢力圏を500mと設定し、その勢力圏から外れる地域。 

 

 

28 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 

緑・水環境の基本方針 
豊かな緑や水と人が共存する環境にやさしい都市づくり 

３−１．緑・水環境の目標 

緑・水・大気・土壌など本市を取り巻く自然

環境を良好な状態で後世に引き継ぐため、森林

や市街地周辺の樹林地などの自然を保全しつ

つ、排水・廃棄物の適正な処理や自然・未利用 

エネルギー＊の活用を進めるとともに、身近な

自然を満喫できる散策路、だれもが憩い、親し

める住宅近くの公園を再整備するなど、自然と
調和した都市づくりを進めます。 

３−２．緑・水環境の特性（現況と課題） 

●豊富な森林や市街地周辺の樹林地が、本市の

緑環境の特性となっており、積極的な保全や

育成を図ります。市街地内における市民の憩

いの場として緑豊かな公園・緑地の合計面積

は197.62haとなっており1人当たり34㎡とな

っています。また、これらの公園については、

少子高齢化に対応した再整備が必要となっ

ています。 

 

●本市の樹林地は、およそ80％が民有林で資産

保有的所有となっており、所有者の意向によ

り開発などの可能性があります。また、農地

についても、農業者の高齢化や後継者不足な

どから不耕作地の増加が進み、農地以外への

転用も進行しているため、これら樹林地や農

地を保全する取り組みが必要となっていま

す。 

 

●地球規模の環境問題が指摘されていること

から、都市活動により発生する排水や廃棄物

などの適正な処理により、自然環境への負荷

の少ないまちづくりを進める必要がありま

す。 

 

●河川については、改修や流域における雨水流

出抑制を行い、下水道整備と連携した総合的

治水対策を進めてきましたが、身近な住環境

に対する市民の関心が高まるにつれて、市民

が親しめる親水空間としての活用が必要と

なっています。 

 

●大都市に隣接していることから、市街化調整

区域における違法な建築物や廃棄物の投棄、

土砂採取に伴う地形の改変や緑の喪失など

が見られるため、良好な環境を保全する取り

組みが必要となっています。 
 

＊自然エネルギー 

＊未利用エネルギー 

太陽光、太陽熱、地熱、風力などを利用したエネルギー。 

都市生活から出てくる廃熱や、大気との温度差を利用した河川水、下水処理などの熱といったこれまで利用されていなかっ
たエネルギー。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

３−３．緑・水環境の基本方針 

本市における緑・水環境の基本的な方向を次のように定めます。 

■緑・水環境の基本的な方向■ 
 

①緑あふれる都市づくり 
身近な公園から大規模な公園まで、地区の特性や市民のニーズをふまえ、特徴

のある公園の整備を図るとともに、住宅や施設などの緑化を促進し、緑あふれる

都市づくりを進めます。 

 

②緑環境と調和した都市空間の形成 
市民にうるおいと安らぎを与える森林や樹林地、農地などの市街地周辺の緑を

保全するとともに、交流の場として活用を図り、緑環境と調和した都市空間の形

成を図ります。 

 

③うるおいのある水環境の保全と創出 
下水道施設の整備を促進するとともに、河川や水路などの水質の向上や緑化を

進め、景観や水辺の生態系に配慮した、うるおいのある親水空間の保全・創出を

図ります。 

 

④環境負荷の少ない循環型の都市づくり 
公害の防止や廃棄物の減量化・資源化・適正処理を進めるとともに、エネルギ

ーを有効に活用し、市民・事業者・行政の連携により、環境への負荷が少ない循

環型の都市づくりを進めます。 

 
（１）レクリエーション空間の創出 

○子どもから高齢者まで、市民が憩い、やすら

ぎ、くつろぎ、交わることができる住環境を

形成するため、市民の参加を得ながら木や花

を増やすなど、緑や水を生かし人にやさし

く、親しまれる公園・緑地、河川などの整備

を図ります。 

 

①身近な公園（住区基幹公園） 

●住宅地において子どもが遊び、高齢者や障が

い者が憩う空間を創出するため、ワークショ

ップ等を実施し、誰もが利用しやすい、公園

施設整備を進めます。 

●住宅の身近にある公園の快適性を維持、増進

するため、町内会などの協力を得ながら、公

園の維持管理を行います。 

 

②大規模な公園（都市基幹公園） 

●本市におけるスポーツやレクリエーション

などの場を創出するため、豊かな自然環境を

生かし、市民ニーズや機能面などに配慮しな

がら、きたひろしま総合運動公園の整備を進

めます。 

 
③史跡 

●旧島松駅逓所＊やクラーク記念碑＊などを生

かし、周辺の自然環境との調和に配慮しなが

ら、市内外の多くの人が集まり、歴史を伝え

る史跡として整備を図ります。 

 

④墓園（特殊公園） 

●北広島霊園は、継続して適切な整備、管理を

行います。また、需要に応じて、拡張等の検

討を行います。 

 

⑤遊水地 

●整備が進められている、東の里地区遊水地は

｢北広島市東の里地区遊水地利活用計画｣に

より、自然観察の場、市民が気軽に訪れる交

流の場としての利活用を図ります。 

＊旧島松駅逓所 

 

＊クラーク記念碑 

 

＊遊水地 

駅逓所は、人馬を設置し、荷物や文書を引き継いで輸送していく中継所のこと。島松駅逓所は、明治６年（1873年）、札幌本道（国
道36号）開通の際、沿道の島松に設置された。道内に残る最古の駅逓所として、昭和59年（1984年）に国指定史跡となった。 

 
札幌農学校教頭WES・クラーク博士が明治10年（1877年）４月に帰国の際、「ボーイズ・ビー・アンビシャス」の言葉を残した旧
島松駅逓所のそばに建つ記念碑。 

 

洪水時に、河川から水を流入させて一時的に貯留し、流量の調節を行う池・湖沼。また、同様の目的で使う空き地・原野など。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

⑥都市緑地＊等 

●自然と調和した身近なところに緑のある都

市づくりを進めるため、市街地内の緑や市街

地の周辺などにある貴重な樹林地を都市緑

地などに指定し、適正な保全・活用を図りま

す。 

●開拓の歴史を刻む開拓記念公園や平和を願

い整備された平和の灯公園などは、都市緑地

として適切に維持保全を図ります。 

 

⑦森林 

●市街地に近い森林や樹林地は、豊かな自然を

生かした自然観察や野生生物とのふれあい

の場として活用を図ります。 

●市の中心部にある国有林などを核として、そ

の周辺の緑につつまれた空間（北広島レクリ

エーションの森、きたひろしま総合運動公

園、平和の灯公園、輪厚川親水空間、中の沢

周辺、ふれあい公園、緑葉公園、きたひろサ

ンパーク、富ヶ岡の森などを含む）を、「（仮

称）交流の森」として位置づけ自然と創造の

調和した環境づくりを進めます。 

●緑化に関する意識の醸成や、活動の拠点とな

る「緑化センター」の整備の検討を進めます。 

 

⑧河川緑地 

●市街地を流れる輪厚川などについては、河川

環境の保全を市民と協働で進め、親しまれる

憩いの場を提供します。 

●その他の河川についても、自然環境に配慮し

た治水対策にあわせて、河川緑地の保全や創

出、親水空間化を進め、河川に沿った緑のネ

ットワークの形成を図ります。 

 

⑨農地 

●市街地近郊の農地については、市民が土にふ

れ、作物を収穫する体験ができる市民農園や

観光農園などのグリーンツーリズムの展開

により、農地の保全を図るとともに市民と農

業者の交流が生まれる環境の創出を図りま

す。 
 

（２）自然環境の保全 
○水・緑・大気・土壌など本市を取り巻く環境

の保全を図るため、公害の防止、大気や水質

の保全、無秩序な開発の防止など、市民・事

業者・行政が協力して総合的な環境対策を推

進し、自然と調和した都市づくりを進めま

す。 

 

①公害 

●大気汚染や悪臭など公害の防止を図るため、

自然環境資源と環境負荷実態を経年的に調

査し、環境状況の総合的な把握に努めるとと

もに、監視体制、指導体制づくりを進めます。 

●広域的な公害対策を推進するため、近隣市町

や関係機関との連携の強化を図ります。 

 

②大気・水質・土壌 

●国有林、南の里の森、富ヶ丘の森、仁別・三

島の森等は、二酸化炭素を吸収し地球温暖化

の防止に役立ちます。また、大気浄化といっ

た環境保全や、多様な生物の生息空間として

役立つため保全に努めます。 

●水質の保全を図るため、市街地内における公

共下水道の整備、下水処理センターの機能強

化により、汚水排水の適正処理を進めます。 

●公共下水道の処理区域外においては、合併処

理浄化槽＊の設置を促進します。 

●水質、土壌の保全を図るため、関係事業者の

理解を得ながら、ゴルフ場における農薬使用

の削減を指導するとともに、農業での農薬使

用の削減に努める取り組みを促進します。 

 

③森林 

●市街地及びその周辺における良好な緑地は、

民有林所有者の理解と協力を得て、緑のまち

づくり条例に基づく緑地保全地区の指定な

どの緑の保全と緑化の推進に努めます。 

●貴重な自然資源を後世に継承するため、森林

地域の開発にあたっては開発業者に対して

適切な指導を行い、無秩序な開発の防止を図

ります。 

＊都市緑地 

＊親水空間 

＊合併処理浄化槽 

都市公園法に基づく都市公園の一種で、都市の自然的環境の保全、改善、都市景観の向上を図るためにもうけられる緑地。 

治水機能だけではなく、水辺で遊んだり、河川沿いを散策したりする、水に親しむ機能を持った空間。 

下水道が整備されていない地域で、し尿と台所などの生活雑排水を合わせ、微生物処理、塩素殺菌等により処理する装置のこと。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

④農地 

●農地については、市民のための貴重なオー

プンスペース、保水機能、景観形成資源な

どとして維持・保全を図ります。 

 

（３）廃棄物の適正処理、エネルギーの有効
活用 

○自然環境に対する負荷の少ないまちづくり

を進めるため、廃棄物の適正な処理を進め

るとともに、ごみの減量化、資源のリサイ

クル、省エネルギーの推進、自然・未利用

エネルギーの有効活用を進めます。 

 

①廃棄物処理、ごみの減量化、リサイクル 

●廃棄物を適正に処理するため、最終処分場

の拡張や近隣市町と連携した広域的な処理

施設の整備を検討します。 

●緑豊かで良好な環境を守るため、廃棄物の

不法投棄対策として、監視体制の充実を図

り、適正な処理を指導します。 

●環境への負荷を軽減するため、ごみの減量

化や資源化対策、生ごみのバイオガス化処

理により最終処分場の延命化を図るととも

に、資源回収の促進やリサイクル意識の高

揚に取り組みます。 

 

②省エネルギー、新たなエネルギー 

●限りある資源であるエネルギーを有効に利

用するため、市民・事業者・行政が協力し

て、市民生活や産業活動のあらゆる面で省

エネルギー化に努めます。 

●環境負荷の少ない太陽光発電をはじめ生ゴ

ミのバイオガス化など、再生可能エネルギ

ーの有効活用を進めます。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

都市景観の基本方針 
美しくうるおいのある風景づくり活動の展開 

４−１．都市景観の目標 

森林などの四季折々の自然や美しい田園を

残すとともに、木や花をふやしながら豊かな自

然と調和し、また、市民・事業者・行政の協働 

 

により、統一感、うるおい、シンボル性が感じ

られる北ひろしまらしい街並みを形成します。 
 

４−２．都市景観の特性（現況と課題） 

●本市には、ＪＲ北広島駅周辺や北広島団地

などの都市的な景観、市街地間を結ぶ道路

沿いにある森林や田園などの農山村的な景

観といった良好な景観資源があり、これら

を活用しながら、本市の特性である変化に

富んだ地形を生かした個性的で美しい都市

景観を守り育てていくことが必要となって

います。 

 

 

●個性的で優れた景観の形成を進める地区を

検討し、市民・事業者・行政が一体となって

保全、創出していく必要があります。 

 

４−３．都市景観の基本方針 

本市における都市景観の基本的な方向を次のように定めます。 

■都市景観の基本的な方向■ 

①北ひろしま独自の個性的で美しい都市づくり 
沿道・沿線に広がる街並みや森林や農地などが醸し出す農山村的風景など、誇

るべき景観資源の保全と活用を図り、北ひろしま独自の個性的で美しい都市づく

りを進めます。 

 

②地区にふさわしい快適で魅力ある都市空間の創出 
ゆとりある歩行者空間、うるおいのある緑やオープンスペースの創出、都市の

にぎわいの演出など、地区の特性に合わせて快適で魅力ある都市空間の創出を図

ります。 

 

③市民・事業者・行政等が一体となった都市づくり 
市民・事業者・行政等がともに都市づくりの目標を共有し、都市としての個性

や地区の特性を生かして、守り、育てる景観づくりを連携・協働により推進しま

す。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 

（１）良好な都市景観の維持 

●北海道景観条例による規制の効果を検証し

ながら、景観を阻害する届出事案に対しては

北海道へ反対意見を提出するなどして、良好

な景観を維持・保全します。 

●良好な沿道の景観を保持するため、屋外の違

反公告物の簡易除去を定期的に実施します。 

 

（２）市街地景観の保全・形成 

○特徴的な街並みをもつ北広島団地を代表と

する住宅地や、商業・業務地、工業地の街並

みについては、木や花を生かしながら市民が

うるおいを感じることができる市街地景観

の保全・創出を図ります。 

 

①住宅地景観 

●市民の景観への意識向上を図るため、花のあ

る美しいまちづくりを進めます。 

●地域住民の合意形成を図りながら、地区計画

の導入による良好な景観誘導を進めます。 

 

②商業・業務地景観 

●ＪＲ北広島駅周辺の商業・業務地や各地区の

地域商業地については、緑豊かな住宅都市に

ふさわしい個性とうるおいの感じられる街

並みの形成を促進します。 

 

③工業地景観 

●東部地区、大曲地区の工業地については、「緑

のまちづくり条例」に基づく緑化協議制度に

より敷地内緑化を進め、周辺の自然環境、住

環境と調和したうるおいの感じられる景観

の形成を促進します。 

 

（３）自然・田園景観の保全・形成 

○自然と調和した都市づくりを実現するため、

市街地の背景となり、都市住民にうるおいと

やすらぎを与えつつ、四季を演出している森

林や農地などの自然・田園景観の保全に努め

ます。 

 

①森林景観 

●市街地の背景となり季節感を演出する貴重

な森林や樹林地の保全を図るため、開発の抑

制に努めます。 

 

②田園景観 

●東部地区や、西部地区にある農地などについ

ては、都市にうるおいとやすらぎを与える農

地として保全を図ります。 

●農地の中を通る道路の沿道にある耕地防風

林の保全を図ります。 

 

（４）沿道・沿線の景観 

○人の目にふれやすい主要幹線道路やＪＲ沿

線については、木や花を生かした街並みの保

全・創出、樹林地や農地の保全により、うる

おいのある沿道・沿線の景観の形成を図りま

す。 

●主要幹線道路である国道36号、国道274号、

道道江別恵庭線、羊ヶ丘通の沿道、ＪＲ線の

沿線などは、本市のイメージアップを図るた

め、木や花による緑化、樹林地や農地の保全、

北海道景観条例に基づく事前審査などによ

り、うるおいのある景観を維持・保全します。 

●地形の起伏や曲がり角、交差点など、連続す

る景観の変化点において、見る景観、見られ

る景観を意識した街並みづくりを行い、印象

的な都市景観を創出します。 

●歩行者・自転車道路や区画道路については、

道路や道路に面する庭を木や花で飾るなど、

歩いて楽しい景観づくりを進めます。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 
 

都市防災の基本方針 
安全で安心してくらせる都市づくり 

５−１．都市防災の目標 

市民の生命や財産を守るため、予防的な措置

により水害や雪害などの災害が起きにくい都

市づくりを進めるとともに、災害発生後におい 

 

ても避難、復旧に迅速に対応できる災害に強い

都市をつくり、子どもから高齢者まで安全に暮
らせる生活環境の形成を図ります。 

５−２．都市防災の特性（現況と課題） 

●昭和25年と56年の大水害により市民の生活

は大きな被害を受けており、森林のもつ保水

機能を重視した治山対策や、自然環境にも配

慮した治水対策が求められています。また、

土砂災害や雪害などが起こりやすい箇所に

おける事前の対策を進めるなど、災害を未然

に防ぐための都市づくりが必要となってい

ます。 

 

 

●災害時には、防災情報の収集と伝達を迅速か

つ的確に進めるとともに、安全な避難や都市

施設の迅速な復旧が求められることから、必

要な対策を行い、災害に強い都市づくりを進

める必要があります。 

●本市に、大きな被害をもたらす可能性のある

地震として、石狩低地東縁断層帯主部による

地震や直下型の地震等が想定されており、こ

の様な規模の地震に備え収容避難所となる

公共施設や学校は、耐震化の必要がありま

す。また、道路や橋梁、電気・水道・ガスな

どのライフライン＊についても危険個所の把
握や、耐震化が必要です。 

５−３．都市防災の基本方針 

本市における都市防災の基本的な方向を次のように定めます。 

■都市防災の基本的な方向■ 
 

①総合的な防災都市づくり 
災害被害を最小限に抑えるため、地区の特性をふまえた都市計画制度＊の活用に

より、規制・誘導を図るとともに、総合治水対策を推進し、総合的な視点にたっ

た災害に強い都市づくりを進めます。 

 

②防災機能の適正配置、強化による安全性の向上 

防災機能をもつ道路、公園等のオープンスペースの適切な配置により、避難路・

避難場所を確保するとともに、ライフラインの強化を図り、防災に対しての安全

性向上に努めます。 

 
（１）防災対策の推進 
○市民の生命や財産を保全するため、水害、火

災、土砂災害、雪害、震災など総合的な防災

対策を推進し、災害に強い都市づくりを進め

ます。 

①水害対策 
●水害対策のため、「石狩川水系千歳川河川

整備計画」に基づき、堤防の強化、河道の

掘削や遊水地の整備などの治水対策を進め

ます。また、その他の河川についても治水

対策を進めます。 

 
 

＊ライフライン 

 

＊都市計画制度 
 

生命線の意味。水道、電気、ガス、電話など市民の生命や暮らしを支える基盤的なシステムのこと。 

 

防災関係の都市計画制度としては、建物の建てづまりを防ぐ、建ぺい率の指定や地区計画、火災を防ぐ、防火・準防火地域などの
指定がある。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

●農地や低市街地の浸水被害を軽減するた

め、排水機場の保守管理を計画的に進めま

す。 

●防災センター＊は、平常時には河川につい

ての情報発信、防災訓練や学習の場とし

て、災害時は、水防活動の拠点基地として

活用を図ります。  

●河川の増水による洪水被害を軽減するた

め、流域における開発事業等に対して雨水

流出抑制対策を指導します。 

●市街地における浸水被害の防止を図るた

め、公共下水道の雨水排水施設の整備を推

進します。 

●水害を防止する緑として、保水機能を持つ

国有林、南の里の森林、仁別から三島の森

林、河川沿いにあるまとまった樹林地など

や農地の保全を図ります。 

 

②震災対策 

●災害時において、災害応急活動の拠点とな

る市役所、消防署、病院、避難場所となる

学校等の公共施設の新設や増改築にあた

っては耐震化に配慮するとともに、既存施

設にあっては耐震診断および耐震改修の

実施を促進します。また、道路・橋梁など

については危険箇所の点検を行い、必要な

予防策を進めます。 

●災害に強いまちづくりを行うため、電気、

水道、ガスなどのライフラインについて、

新規の敷設、整備改良に際して耐震強化を

図ります。 

 

③土砂災害対策 

●斜面の崩壊、土砂流出を防止するため、斜

面林の保全を図るとともに、危険箇所の砂

防対策を行うなど、土砂災害を未然に防ぐ

ように努めます。 
●宅地造成に伴うがけ崩れ等の災害を防止

するため、宅地造成工事規制区域＊におけ
る造成工事を適切に指導します。 

●土砂災害防止法に基づき、土砂災害規制区
域等の指定を受けた区域については、土砂
災害ハザードマップにより住民への危険
の周知を行うとともに、警戒体制の準備を
進めます。 

 

④雪害対策 

●冬期間における円滑な交通と安全性を確保

するため、防雪施設や融雪施設の整備、除雪

体制の強化を図ります。 

●堆雪スペースが確保された住宅の普及を促

進します。 

 

⑤火災対策 

●火災災害に強い市街地形成を図るため、用途

地域等の土地利用をふまえた適切な建ぺい

率等の指定により、良好な建築物密度の維持

に努めます。 

●火災発生時における被害の拡大を防ぐため、

商業系用途における建築物の不燃化を促進

するとともに、延焼防止の緩衝地として道路

や公園・緑地などを適切に配置します。 

●効果的な消火活動が可能なように、消火栓や

防火水槽などの消防水利を適切に配置しま

す。 

 

（２）防災体制の充実 

○災害発生時に迅速な対応が可能なように、避

難所や避難路の確保、情報伝達の体制整備、

地区コミュニティの強化など防災体制の充

実を図ります。 

 

①避難所、避難路 

●災害の発生時に安全に避難できる市街地を

形成するため、配置に配慮しながら避難所を

適切に指定するとともに、避難所、避難路の

バリアフリー＊化、ユニバーサルデザイン化

を進めます。 

 

②情報伝達の体制整備 

●災害発生時に効率的な避難誘導、応急対策を

進めるため、多様な情報伝達の体制整備を進

めます。 

 

③地区コミュニティ 

●災害発生時における迅速な災害対応、避難誘

導などを可能にするため、市民による自主防

災組織づくり、防災訓練などの活動を支援

し、防災に関する地区コミュニティの強化を

促進します。 

 

＊防災センター 

＊宅地造成工事規制区域 

＊バリアフリー 

資材の保管所や防災情報施設などを備えた防災活動の拠点施設。 

宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害が発生するおそれが著しい区域について、宅地造成等規制法で指定する区域 

高齢者や障がいのある人などの社会生活におけるさまざまな障がいをなくそうという概念。 
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第３章 都市づくりの分野別基本方針 

 

だれにもやさしい都市づくりの基本方針 
やさしさがゆきとどく環境づくり 

６−１．だれにもやさしい都市づくりの目標 

子どもから高齢者、障がい者などすべての人

が安心して生活し、さまざまな活動に参加でき

る環境を形成するため、市民・事業者・行政が 

一体となって、人にやさしい都市づくりを進め
ます。 

６−２．だれにもやさしい都市づくりの特性（現況と課題） 

●高齢化の進展、ノーマライゼーション＊の浸

透を背景に、だれもが安全に利用できる道路

や公共交通、利用しやすい公園や建築物な

ど、福祉に配慮した都市づくりを進める必要

があります。 

 

●高齢者や障がい者の自立と社会参加を促進

するとともに、すべての人が安心して地域社

会の中で暮らすことのできる環境づくりを

進める必要があります。 
 

６−３．だれにもやさしい都市づくりの基本方針 

本市におけるだれにもやさしい都市づくりの基本的な方向を次のように定めます。 

 

■だれにもやさしい都市づくりの基本的な方向■ 
 

①人間性豊かな福祉の心がかよう都市づくり 
すべての人が自分の意志で自由に行動でき、さまざまな活動に参加することが

できるよう、福祉の心がかよう都市づくりを進めます。 

 

②だれにもやさしい都市づくり 
暮らしなれた地区で安心して住みつづけられるよう、使いやすい施設の整備を

促進するとともに、多様な住まい方が選択できる住環境の形成など、だれにもや

さしい都市づくりを進めます。 

 

（１）人にやさしい空間の形成 

○人が多く集まる駅周辺や歩行者が多い道路、

憩いの場となる公園については、子どもから 

 

高齢者、障がい者などすべての人にやさし

い空間をつくるとともに、安全に移動できる

公共交通の充実を図ります。 
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＊ノーマライゼーション 
 

障がい者や高齢者を特別な存在として保護するのではなく、すべての人が地域社会の中で生活していくことがノーマル（通
常）であり、そのために必要な措置をしていくという考え方。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①駅・駅前広場 

●交通結節点として人が多く集まる駅周辺に

ついては、施設利用の利便性や安全性の向上

を促進するため、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の推進に関する法律」に基づきバ

リアフリー化を促進します。 

 

②道路・公園 

●道路の規模や場所に応じて、高齢者、障がい

者などの歩行者や自転車、車椅子などが安全

に通行できるように道路の幅員、段差の解消

や視覚障がい者誘導ブロックの敷設など道

路環境の整備を推進します。 

●自然とのふれあいの場、憩いの場、交流の場

としてだれもが利用しやすい公園・緑地の整

備を検討します。 

 

③公共交通 

●子どもや高齢者、障がい者などが、安全に移

動できるように公共交通の充実を図るとと
もに、低床バス＊などの導入を促進します。 

（２）人にやさしい住環境の形成 

○人が多く利用する施設や公営住宅の建築に

あたっては、だれもが円滑に利用できるよう

配慮するとともに、高齢者や障がい者などが

安心して暮らせる住環境の形成を図ります。 

 

①建築物 

●公共施設はもとより、民間施設においても多

くの人びとが利用する建築物については、だ

れもが円滑に利用できる施設づくりを進め

ます。 

●公営住宅の建築にあたっては、高齢者、障が

い者などが住みなれた地域で生活を続けら

れるよう安全性や利便性などに配慮します。 

 

②住宅地環境 

●高齢者、障がい者などが安心して快適な暮ら

しを営めるように、住機能ニーズの変化をふ

まえながら、福祉住宅や支援機能を備えた利

便性の高い場所でのまちなか住宅の供給な

ど、多様な住まい方が選択できる住宅地環境

の形成を図ります。 
 

＊低床バス           車椅子や足の不自由な人、高齢者などが楽にバスに乗り降りできるように、乗降口の床を低くしたバス。 

第３章 都市づくりの分野別基本方針 
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北広島団地地区 

１−１．北広島団地地区の特性（現況と課題） 

■ＪＲ北広島駅周辺の整備 

北広島団地地区は、道営の住宅団地として

昭和45年より着工されており、隣接する東部

地区と合わせて本市の商業、交通、文化など

の中心地として発展してきました。ＪＲ北広

島駅東西を連絡するエルフィンパークの整備

など“北ひろしまの顔づくり”及び、駅前西

口公園の再整備が進められてきました。今後
も、都市機能の充実が必要となっています。 

■地区住民のコミュニティの中心地形成 

北広島団地ではこれまで、ＪＲ北広島駅周

辺の中心商業地と団地内の地域商業地により

地区住民の商業需要に対応してきましたが、

自動車利用の増大、商業の業態の多様化、消

費者ニーズの多様化・高度化などを背景とし

て団地内の地域商業地に対する商業ニーズは

著しく低下しています。今後は、地区の人や

情報が集まる地区コミュニティの中心地の形
成を図る必要があります。 

■子どもから高齢者まで年齢構成のバランス

がとれた地区の形成 

北広島団地は昭和45年から52年に造成され

た戸建住宅を中心とした住宅団地です。造成

開始から40年が経過し、緑が豊かで落ちつき

のある住宅地へと成熟してきた一方で、居住

者の年齢構成が著しく偏っていることから少

子高齢化が急速に進行しています。地区住民

が誇りに感じている緑豊かな住環境と、暮ら

しやすさの一要因である住民主体のコミュニ

ティを維持するため、団地全体で世帯の更新

を進め、年齢構成のバランスがとれた地区の

形成を図る必要があります。 

 

■だれもが楽しめる公園施設などの再整備 

地区内には総合公園が１箇所、近隣公園が

３箇所あるほか、歩行者・自転車道路（トリ

ムコース）が計画的に整備されており、レク

リエーションの環境が充実しています。しか

し、高齢化の進行や生活の多様化などを背景

として公園などレクリエーション空間に対す

る住民ニーズが変化しており、利用者の意向

を反映させながら誰もが利用しやすい公園施

設の再整備が必要です。 
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第４章 地区づくりの基本方針 



 

地区の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 地区づくりの基本方針 

 

１−２．地区づくりの目標 

（１）地区の将来像 
北広島団地地区は、緑豊かな住環境の保全、

高齢社会におけるコミュニティの形成、成熟し 
 

た住宅地の再生などがテーマとなります。 

そこで北広島団地地区の将来像を以下の

ようにします。 

 

（１）土地利用の基本方針 

①住宅地 
●ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い場

所は、土地の高度利用を図り、育児支援機

能や高齢者の生活支援機能の導入を含めな

がら、分譲住宅、賃貸住宅など中高層の集

合住宅の立地を含めた多様な住宅供給を促

進し、既存の都市機能の集積を生かした、

都市の快適性が感じられるまちなか住宅地

の形成を図ります。 
●戸建住宅や集合住宅を中心とした専用住宅

地は、住民が主体となってきめの細かいま

ちづくりのルールを定めます。 

●多様な住宅事情に対応するため、用途地域

等の見直しを検討するなど、緑が豊富で良

好なコミュニティが維持された住環境の形

成を図ります。 
 

②商業・業務地 
●ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設

の立地、集積を図るとともに、安全で快適

に歩ける歩行者空間の整備、駅前西口の市

有地は、賑わいや交流の場となる商業・業

務施設等の誘導を図ります。 

●閉校となった旧広葉小学校と旧緑陽小学校

については、学校跡施設利活用計画に沿っ

た利活用を進め、用途地域等の変更につい

ても検討します。 

●北広島団地住民センター周辺の地域商業地

は、高齢社会に対応し、住宅の身近なとこ

ろで日常生活に必要なものを入手できる機

能を残しつつ、安全で快適な歩行者空間の

確保を図るとともに、文化施設などと合わ

せて人や情報が集まる地区のコミュニティ
の中心地の形成を図ります。 

 

緑豊かな住環境を大切にしつつ地区
ま ち

の再生を進めながら、子どもから高齢者まで多く 

の人が交流し、暮らしやすさを実感できる地区
ま ち

 

 

（２）地区づくりの目標 

■多世代が交流するコミュニティの場を創出

します 
ＪＲ北広島駅周辺や北広島団地内の商業地

における利便性や快適性を高め、また地区住

民の意見を聞きながら公園の再整備を進め、

子どもから高齢者まで多くの人が集まり、交

流する場の創出を図ります。 
 

■住民主体のルールづくりなどにより緑豊か

な住環境を保全します 
住環境に関する地区住民の多様なニーズに

対応するため、地区住民が主体となってきめ 

細かなまちづくりルールなどを定め、緑豊か

な住環境の保全を図ります。 

 

■子育て期世代の流入を促す集合住宅の供

給など、多様な住まい方ができる地区を形

成します 

ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い

場所での、育児や高齢者生活の支援機能を導

入しつつ分譲住宅、賃貸住宅といった集合住

宅の立地誘導や団地内の容積率の緩和等、多

様な住宅供給を可能にし、年齢構成の偏りの

少ない地区の形成を図ります。 
 

１−３．地区づくりの基本方針 
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第４章 地区づくりの基本方針 

（２）都市交通体系の基本方針 

①補助幹線道路・区画道路 

●中央通や広葉通など地区内の補助幹線道

路については、道路の適切な補修、改良な

ど維持管理を行うとともに、地区住民の参

加により市の花つつじなどの植栽等を行

い、うるおいのある道路空間の形成を図り

ます。 

●区画道路は、市民生活に密着した道路とし

て、地区住民と行政が協力しながら、安全

性を高めるなど、歩行者、自転車、自動車

が共存でき、歩いて楽しい道路空間の形成

を図ります。 

 

②歩行者・自転車道路 

●トリムコース＊などを活用し、通勤、通学、

買い物など日常の移動やレクリエーショ

ンにおいて、より安全、便利に楽しく利用

できる歩行者・自転車道路ネットワークの

形成を図ります。道道札幌恵庭自動車道線

のＪＲ北広島駅以南の整備を進めます。ま

た、市道中央通線の歩道に自転車専用レー

ンの整備を進めます。 

 

 

③公共交通 

●ＪＲ北広島駅の交通結節機能を守るため、

バスバース・駐輪場・駐車場・交流広場等

の適正な維持管理に努めます。 

●他地区と連携を強化するため路線バスの

維持・安定に努めます。 

 

④道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性、道路空間の憩いとやすらぎ

を高めます。 
 

（３）緑・水環境の基本方針 

①レクリエーション空間 

●子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空

間を創出するため、利用者である地区住民

の意見を聞きながら、南公園、北広公園、

竹葉公園など身近な公園のあり方を検討

し再整備を進めます。また、街路樹や花壇

づくりによる演出で、訪れる人をなごませ

る空間づくりに努めます。 

●緑葉公園については、豊かな自然環境を生

かし、市民ニーズに配慮しながら、レクリ

エーション機能を維持します。 

●十線川や音江別川の河川環境の保全を進

めるとともに、多世代が交流できる親水空

間の保全を図ります。 

 

（４）都市景観の基本方針 

①市街地景観 

●北広島団地については、地区住民が中心と

なって街並みづくりのルールを定め、木や

花による緑化、統一感のある色や形の採用

など、緑豊かでゆとりある住宅地景観の保

全を図ります。 

●ＪＲ北広島駅周辺の商業地や北広島団地

内の地域商業地については、周辺環境と調

和した緑豊かでにぎわいが感じられる街

並みの形成を促進します。 

 

②自然・田園景観 

●市街地の背景となり季節感を演出する市

街地周辺の樹林地の保全を図るため、開発

の抑制に努めます。 
 

 ＊トリムコース     北広島団地内を周回する延長約５kmの自転車・歩行者専用道路の愛称。 
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広葉小学校跡施設の 
土地利用の検討 
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河川緑地の保全と 

親水空間の創出 

自転車専用レーン
の整備推進 

公的住宅の改善など 
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第４章 地区づくりの基本方針 

２−１．東部地区の特性（現況と課題） 

■地区住民のコミュニティの強化 

東部地区は、明治17年（1884年）の広島県人

の集団入植によって開拓が始まった本市発祥

の地であり、昭和初期には現在の道道江別恵

庭線の沿道に集落が形成されていました。古

くから自然発生的に形成された住宅地と比較

的新しく民間の宅地開発により整備された住

宅地が混在していることから、地区住民間の

コミュニティを強化するための地区づくりを

進める必要があります。 
 

■市民が交流する広域交流拠点の整備 

ＪＲ千歳線や道道江別恵庭線が整備され、市

役所などの公共施設、商業施設や業務施設、

高校や大学、芸術文化ホールなどの文教施設、

さらには北広島レクリエーションの森やきた

ひろしま総合運動公園計画地などが集積し、

多世代の住民が集まる地区となっています。

今後も、市外と市内の住民の多様な交流が活

発に行われるよう機能の充実が必要となって

います。 
 

■環境を守る森林や農地の保全・有効活用 

市街地の近くには国有林をはじめとする豊か

な森林が広がっており、自然景観や眺望に恵

まれた場所に宿泊施設や温泉施設が立地して

いるほか、市街地内には輪厚川が流れており、

親水空間化されています。稲作、野菜生産、

酪農・畜産が行われている農地や森林、河川

の適正な保全と有効な活用を図り、地区をと

りまく豊かな環境を守る必要があります。 
 

 
 

■主要幹線道路の良好な沿道景観の形成 

広域的な移動を担う国道274号と道道江別恵

庭線が地区内で交差しており、大量の自動車

交通が発生しています。これら主要幹線道路

の沿道は住宅地、商業地、工業地、農地など

に利用されていますが、北広島市および東部

地区のイメージを高めるため、緑化などによ

る良好な沿道景観の形成が必要となっていま

す。 
 

■水害対策の推進 

昭和25年の豪雨により輪厚川、56年の豪雨に

より島松川が決壊し、地区内の東側にある低

地帯は大水害に遭い、住民や生活基盤に大き

な被害をもたらしました。この後、島松川や

輪厚川などの河川改修事業を継続的に実施し

てきました。また、千歳川流域は千歳川放水

路の整備に替わる計画として、千歳川河川整

備計画に基づいて、千歳川の改修等と北広島

市東の里地区遊水地の整備が進められていま

す。水害を未然に防ぐため、森林のもつ保水

機能を重視した治山対策とともに、自然環境

に配慮した治水対策を進める必要がありま

す。 
 

 

東 部 地 区 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 ２−２．地区づくりの目標 

（１）地区の将来像 
東部地区は、公共施設や商業地、道路、河川、

公園など地区内のさまざまな場所で住民間の交

流が生まれる地区づくりがテーマとなります。 

  

そこで東部地区の将来像を以下のように

します。 

 

（１）土地利用の基本方針 

①住宅地 
●ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い

場所は、土地の高度利用を図り、育児支

援機能や高齢者の生活支援機能の導入を

含めながら、分譲住宅、賃貸住宅など中

高層の集合住宅の立地を含めた多様な住

宅供給を促進し、既存の都市機能の集積

を生かした、都市の快適性が感じられる

まちなか住宅地の形成を図ります。 
●戸建住宅と集合住宅、また、商業施設、飲

食施設、業務施設などが立地する道道栗山

北広島線沿道などの一般住宅地は、住環

境、商業環境、業務環境が相互に調和した

生活利便性の高い住宅地の形成を図りま

す。 
 

●戸建住宅を中心とした専用住宅地は、季節

を感じられる緑豊かな住宅地づくりを進め

るとともに、日常的に住民同士が交流する

ような良好なコミュニティがある住宅地の

形成を図ります。 
 

②商業・業務地 
●ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設

の立地、集積を図るとともに、安全で快適

に歩ける歩行者空間を整備し、人が集まる

快適な商業・業務地の形成を図ります。 
 

 

古さと新しさが調和し、地区内
ま ち

のさまざまな場所、生活のさまざまな場面で住民間の交

流が生まれ、温かいコミュニティの舞台となる地区
ま ち

 

 

（２）地区づくりの目標 

■にぎわいとうるおいの感じられる地区住民

の交流の中心地を形成します 

大小さまざまな規模の店舗が集積している

中央地区の商業・業務機能を強化し、にぎわい

を高めるとともに、木や花による緑化、建物の

リニューアルなどによりうるおいを高め、多く

の人が集まる地区住民の交流の中心地の形成

を図ります。 
 

■市内外の住民がさまざまに交流する広域交

流拠点を形成します 

市内や市外の住民同士が自然や文化、スポー

ツ、レクリエーションなどのさまざまな活動 
 

を通して、活発に交流するため、きたひろしま

総合運動公園などの施設整備の推進や既存施

設の機能の充実を図り、広域交流拠点の形成を

図ります。 

 

■生活の身近なところで緑にふれられる地区

を形成します 

地区内にある森林や河川などの豊かな自然や

農地を有効に活用し、子どもから高齢者まで、レ

クリエーションを通した住民間の交流が生まれ

る公園、親水空間、市民農園などを創出し、生活

の身近なところで緑にふれられる地区の形成を

図ります。 
 

２−３．地区づくりの基本方針 
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●中央地区は、商業環境の整備を図りながら、

高齢社会に対応し、住宅の身近なところで

日常生活に必要なものを入手できるよう

に、人や情報が集まり、にぎやかさが感じ

られる地区の中心となる商業地の形成を図

ります。 

また、市民に親しまれ、安全で利用しや

すい、景観や環境に配慮した新庁舎の建設

に取り組みます。 
 

③工業地・主要幹線道路等沿道 
●広島工業団地・広島第２工業団地は、本市

の立地特性をアピールして製造業・流通業

を中心とした企業の誘致を図るとともに、

未利用地への工場等の建設を促進します。

また、主要幹線道路の沿道など工場等の敷

地内の緑化を促進し、周辺の緑環境と調和

した工業地の形成を図ります。 
●主要幹線道路である国道274号、道道江別恵

庭線の沿道、幹線道路である道道栗山北広

島線の沿道において、街路樹による緑化や

看板の規制などにより本市のイメージアッ

プを図りつつ、沿道機能を生かした商業・

業務施設や軽工業・物流施設が立地するよ

う、うるおいのある沿道環境の形成を図り

ます。また、美沢地区については、未利用

地の活用を促進します。 
 

④森林地域 
●中の沢、南の里などの森林や樹林地につい

ては、森林所有者の理解を得ながら、守る

べき緑地の指定や、無秩序な開発の防止に

努めるとともに、良好な自然環境の保全を

図ります。また、市街地に近い樹林地は豊

かな自然を生かした、自然観察や野生生物

とのふれあいの場として活用を図ります。 
 

⑤農業地域 
●農地の保全を図るとともに、市民などが土

にふれ、作物を収穫する体験ができる市民

農園や観光農園などのグリーンツーリズム

の展開により、農業者との交流が生まれる
環境の創出を図ります。 

（２）都市交通体系の基本方針 

①広域幹線道路 

●広域的な人や物の移動、近隣市町との連携

を強化するため、国道274号、道道江別恵

庭線の道路交通機能の強化を促進します。 

 

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路 

●大曲地区・西部地区との連携を強化するた

め、幹線道路である道道栗山北広島線、市

道輪厚中の沢線、市道広島輪厚線の道路機

能の強化を図ります。 

●補助幹線道路は、老朽化した箇所の適切な

補修、改良など維持管理を行います。 

●区画道路は、市民生活に密着した道路とし

て、適切な補修、改良など維持管理を行う

とともに、地区住民と行政が協力しなが

ら、安全性や防犯性を高めます。 

 

③歩行者・自転車道路 

●ＪＲ北広島駅周辺や商業施設、コミュニテ

ィ施設など人が多く集まる場所を中心と

して、広くて段差のない歩道などだれもが

利用しやすく、安全で快適な歩行者空間の

形成を図ります。 

●近隣市町を連絡する広域的なサイクリン

グ・ネットワークを形成するため、道道札

幌恵庭自転車道線などの整備を促進する

とともに、沿道に休憩施設等を配置しま

す。 

●地区内の河川や主要公共施設を結ぶ歩行

者・自転車道路ネットワークの形成を図り

ます。 

 

④公共交通 

●ＪＲ北広島駅の交通結節機能を強化する

ため、東口の利用状況を見ながら、駅前広

場の充実を図ります。 

●地区内外の移動の利便性や交流の活発化

を高めるため、交通空白地域における移動
手段の確保を検討します。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 
⑤道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性、道路空間の憩いとやすらぎ

を高めます。 

 

（３）緑・水環境の基本方針 

①レクリエーション空間 

●子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空

間を創出するため、利用者である地区住民

の意見を聞きながら、広島公園、かぜの子

公園、東公園など身近な公園のあり方を検

討します。また、街路樹や花壇づくりによ

る演出で、訪れる人をなごませる空間づく

りに努めます。 

●本市におけるスポーツやレクリエーショ

ン空間を創出するため、豊かな自然環境を

生かし、市民ニーズや機能面などに配慮し

ながら、きたひろしま総合運動公園の整備

を進めます。緑化に関する意識の醸成や、

活動の拠点となる「緑化センター」の整備

の検討を進めます。 

●開拓の歴史を刻む開拓記念公園や平和を

願い整備された平和の灯公園などは、都市

緑地として適切に維持保全を図ります。 

●北広島レクリエーションの森といった市

街地に近い森林などは豊かな自然を生か

した、自然観察や野生生物とのふれあいの

場、市民の交流の場として活用を図りま

す。 

●水と緑にふれられ、地区住民の交流の場と

なる空間を形成するため、市街地を流れる

輪厚川については、市民の協力を得ながら

木や花による植栽など、河川環境を保全し

ながらうるおいのある親水空間の創出を

図ります。 

 

（４）都市景観の基本方針 

①市街地景観 

●住宅地は、地区住民が中心となって街並み

づくりのルールを定めるとともに、木や花

による緑化を進め、季節を感じられる緑豊

かな住宅地環境の創出を図ります。 

 

●ＪＲ北広島駅周辺や中央地区の商業地・地

域商業地については、周辺環境と調和した

近代的で美しい街並みの形成を促進しま

す。 

●広島工業団地については、「緑のまちづく

り条例」に基づく緑化協議制度により敷地

内緑化を進め、周辺の自然環境、住環境と

調和したうるおいの感じられる景観の形

成を促進します。 

●市街地内にあって主要幹線道路である国

道274号、道道江別恵庭線の沿道、ＪＲ線

の沿線などは、本市のイメージアップを図

るため、木や花による緑化、建築物や屋外

広告物の色彩などのルールを定め、うるお

いの感じられる街並みづくりを進めます。 

 

②自然・田園景観 

●市街地の背景となり季節感を演出する中

の沢などの広大な森林の保全を図るため、

開発の抑制に努めます。 

●都市にうるおいとやすらぎを与える、地区

の東側などにある農地の保全を図ります。

また、農地の中を通る道路の沿道にある耕

地防風林の保全を図ります。 

 

（５）都市防災の基本方針 

①防災対策 

●水害対策のため、「石狩川水系千歳川河川

整備計画」に基づく東の里地区遊水地の整

備促進、千歳川・輪厚川・島松川などの治

水対策を進め、農地や低市街地の浸水被害

を軽減するため、排水機場の改修整備を計

画的に進めます。また、防災センターは市

民の防災意識向上に活用します。 
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東の里地区遊水地 

の整備促進 

広域を結ぶサイクリング 

・ネットワークの整備 
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第４章 地区づくりの基本方針 

大 曲 地 区 

３−１．大曲地区の特性（現況と課題） 

■周囲の自然と調和した良好な住環境の形成 

明治６年（1873年）に札幌本道（現在の国

道36号）が開通し、国道36号と道道栗山北広

島線の交差点付近に集落が形成されました。

昭和40年代から民間の宅地開発などにより住

宅地の整備が進み、人口が急増しており、古

くからの住宅地と新しい住宅地が混在してい

ます。市街地周辺の樹林地などの良好な自然

環境を保全しながら、道路や公園などの都市

基盤の充実を図る必要があります。近年は、

大型商業施設の進出により、交通渋滞が発生

しており、住環境の保全や渋滞解消に向けた

道路機能の強化が必要となっています。 
 

■産業機能を高める工業団地の充実 

地区内を南北に道央自動車道、国道36号、

羊ヶ丘通など広域幹線道路が通り、札幌市や

新千歳空港などを結ぶ交通の要衝となってい

ます。昭和39年に企業立地が始まった大曲工

業団地は、恵まれた立地条件を生かし、現在、

約200社の企業が立地操業しており、企業の誘

致も順調に進んできました。今後は企業進出

の状況を見極め、新たな工業地の検討を進め

る必要があります。 
 

■大曲会館とふれあい学習センターなどを結

ぶ交流の中心地の形成 

国道36号の付近に大曲会館や市役所大曲出

張所があり、地区の中心として機能していま

すが、今後はこれらとふれあい学習センター

を結ぶ、道道栗山北広島線沿道の商店街も含

め、地区の人と情報が集まる中心地の形成が

必要となっています。 
 

■緑化による緑豊かな地区の形成 

札幌圏における大動脈である国道36号、道

央自動車道の北広島ＩＣや周辺には大規模な

工業施設が立地する大曲工業団地があるた

め、うるおいの向上を求める声が多くなって

います。更に大型商業施設の立地が進んでい

るため、公共施設、商業施設や工業施設、戸

建住宅や集合住宅、道路や公園、河川におけ

る積極的な緑化を進め、緑豊かな地区の形成

が求められています。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 

３−２．地区づくりの目標 

（１）地区の将来像 
大曲地区は、木や花による地区内の積極的

な緑化、コミュニティ施設や地域商業施設を

利用した人のつながりの強化などがテーマと 

なります。 

そこで大曲地区の将来像を以下のようにし

ます。 

（１）土地利用の基本方針 

①住宅地 

●戸建住宅と集合住宅、商業施設、飲食施設、

ふれあい学習センターなどが立地してい

る道道栗山北広島線、市道大曲通線沿道な

どの一般住宅地は、住環境、商業環境が相

互に調和した生活利便性の高い住宅地の

形成を図ります。 

●戸建住宅を中心とした専用住宅地は、住民

が主体となった花づくりや庭づくりを通

して緑あふれる住宅地の形成を図ります。 

 

②商業・業務地 

●国道36号や道道栗山北広島線沿道の地域

商業地は、高齢社会に対応し、安全で快適

な歩行者空間の確保など商業環境の整備

を図りながら、文化施設などと合わせて人

や情報が集まる地区のコミュニティの中
心地の形成を図ります。 

 また、大曲幸地区の商業施設周辺では、周

囲と調和した、人が集まる快適な商業・業務

地の形成を図ります。道道栗山北広島線や国

道36号の交通量の増加、敷地や建物の狭隘化

に伴い、大曲・西部地区の消防拠点となる消

防署大曲出張所の移転・整備を進めます。 
 

③工業地・主要幹線道路沿道 
●大曲工業団地を活用し、本市の立地特性を

アピールして製造業・流通業を中心とした

企業の誘致を図るとともに、未利用地への

工場等の建設を促進します。また、既存工

場等の敷地内の緑化を促進し、緑の豊かさ

が感じられる工業地の形成を図ります。 

●大曲・西部地区の国道36号、羊ヶ丘通周辺

においては、次世代型の新たな産業・業務

系団地配置の検討を進めます。 

地区内
ま ち

のいたるところで緑の豊かさと活気が感じられ、さまざまな人がつながり、住む

人みんながほっとできる地区
ま ち

 

（２）地区づくりの目標 
■緑の保全を図りながら、生活利便性の高い市

街地を形成します 

良好な市街地環境を形成するため、市街地

周辺の緑を保全しつつ、だれもが安心して利用

できる道路や公園などの都市基盤の整備や地

域商業施設の充実を図り、高齢者にも住みやす

い市街地の形成を図ります。 
 

■地区住民を中心として積極的な緑化を進め

ます 

うるおいややすらぎの感じられる地区を形

成するため、地区住民・事業者・行政が協力し 

ながら、住宅地、商業地、工業地、また、道

路、公園、河川など地区内のいたるところの

積極的な緑化を進めます。 

 

■大曲会館とふれあい学習センターなどを結

ぶ地区を交流の中心地として形成します 

子どもから高齢者まで、さまざまな人が強

くつながる地区を形成するため、行政機能の

中心である大曲会館の周辺と交流機能の中心

であるふれあい学習センターの連携を強化

し、これらを結ぶ地域商業地と合わせて、地

区の文化や住民間の交流を育てる場の創出を

図ります。 

 

３−３．地区づくりの基本方針 
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地区の将来像 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 地区づくりの基本方針 

 

●主要幹線道路である国道36号の沿道にお

いて、街路樹での緑化や看板の規制などに

より本市のイメージアップを図りつつ商

業・業務施設や軽工業・物流施設が立地す

るよう、活気のある沿道環境の形成を図り

ます。また、羊ヶ丘通沿道の大曲幸地区（一

部住居系の土地利用を含む）においては、

沿道機能を生かした商業・業務施設などの

立地を促進します。 

 

④森林地域 

●大曲東小学校うらの森などの市街地に近

い樹林地は、所有者の理解を得ながら、守

るべき緑地の指定などや、無秩序な開発の

防止を図り、良好な自然環境を保全すると

ともに、自然観察や野生生物とのふれあい

の場として活用を図ります。 

 

⑤農業地域 

●畑地を主体とした農地の保全を図るとと

もに、市民などが土にふれ、作物を収穫す

る体験ができる市民農園や観光農園など

のグリーンツーリズムの展開により、農業

者との交流が生まれる環境の創出を図り

ます。 

 

（２）都市交通体系の基本方針 

①広域幹線道路 

●広域的な人や物の移動、近隣市町との連携

を強化するため、国道36号、羊ヶ丘通の道

路交通機能の強化を促進します。 

 

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路 

●北広島団地地区、東部地区との連携を強化

するため幹線道路である道道栗山北広島

線、また、西の里地区との連携を強化する

ため幹線道路である市道大曲東通線、市道

大曲通線の道路機能の強化を図ります。 

●市道大曲工場４号線などの補助幹線道路

は、適切な補修、改良など維持管理を行い

ます。 

●区画道路は、市民生活に密着した道路とし

て順次整備を進めるとともに、適切な補

修、改良など維持管理を行い、地区住民と

行政が協力しながら、安全性や防犯性を高

めるなど、歩行者、自転車、自動車が共存

でき、歩いて楽しい道路空間の形成を図り

ます。 

 

③歩行者・自転車道路 

●国道36号や道道栗山北広島線などを利用

して地区間を結ぶサイクリング・ネットワ

ークの形成を図ります。 

●既存道路を活用して地区内を循環する歩

行者・自転車道路ネットワークの形成を図

ります。 

 

④公共交通 

●地区内外の移動の利便性や交流の活発化

を高めるため、交通空白地域における移動

手段の確保を検討します。 

●近隣市や他地区等と連携を強化するため

路線バスの充実に努めます。 

 

⑤道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性、道路空間の憩いとやすらぎ

を高めます。 

 

（３）緑・水環境の基本方針 

①レクリエーション空間 

●子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空

間を創出するため、地区住民の意見を聞き

ながら、大曲公園、大曲東公園など身近な

公園のあり方を検討します。また、街路樹

や花壇づくりによる演出で、訪れる人をな

ごませる空間づくりに努めます。 

●水と緑にふれられる空間を形成するため、

市街地を流れる中の沢川などについては、

市民の協力を得ながら木や花による植栽

などにより、河川環境を保全しながらうる

おいのある親水空間の創出を図ります。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 

（４）都市景観の基本方針 

①市街地景観 

●住宅地は、地区住民が中心となって街並み

づくりのルールを定めるとともに、木や花

による緑化を進め、緑の豊かさが感じられ

る住宅地景観の創出を図ります。 

●国道36号や道道栗山北広島線沿道の地域

商地については、うるおいの感じられる街

並みの形成を促進します。 

●大曲工業団地については、「緑のまちづく

り条例」に基づく緑化協議制度により敷地

内緑化を進め、周辺の自然環境、住環境と

調和した工業地景観の形成を促進します。 

●市街地内にあって主要幹線道路である国

道36号、羊ヶ丘通の沿道は、本市のイメー

ジアップを図るため、木や花による緑化、

建築物や屋外広告物の色彩などのルール

を定め、うるおいのある都市的な街並みづ

くりを進めます。 

 

②自然・田園景観 
●市街地の背景となり季節感を演出する市

街地東側の樹林地の保全を図るため、開発

の抑制に努めます。 
●都市にうるおいとやすらぎを与える、大曲

地区の北側や南側などの畑地を中心とし

た農地の保全を図ります。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

西 部 地 区 

４−１．西部地区の特性（現況と課題） 

■貴重な文化財である旧島松駅逓所周辺の整 
 備 
西部地区は、明治初期からの開拓の歴史をも

つ地区であり、旧島松駅逓所、クラーク記念
碑、寒地稲作発祥の地の碑など北海道の開拓
史上、重要な史跡が保存されています。特に
旧島松駅逓所は、道内に残る最古の駅逓所と
して昭和59年に国指定史跡となっています。
これらの貴重な歴史・文化財を守り、継承す
るとともに、より多くの人の目にふれること
ができるように周辺環境の整備が必要となっ
ています。 
 
■道路や公園などの都市基盤施設の整備促進 
明治６年（1873年）に開通した札幌本道（現

在の国道36号）の沿道に集落が形成されまし
た。また、民間の宅地開発などにより住宅地
の整備が進み、人口が急増しました。人口の
増加に対応し、道路、公園、下水道などの都
市基盤施設の整備を進めてきました。 

また、北広島団地地区・東部地区との連携を

図るため、市道広島輪厚線の機能強化と、羊ヶ

丘通については恵庭市への延伸に向けた検討

も必要となっています。 
 
■産業の活性化を図る新たな土地利用の検討 
地区を南北に道央自動車道、国道36号が通っ

ており、また、北側には羊ヶ丘通の整備が進
められています。広域幹線道路の国道36号や
羊ヶ丘通沿道には、交通の利便性を生かした
土地利用の検討が必要となっています。 

また、輪厚パーキングエリア周辺のスマー
トＩＣ機能を生かした土地利用の検討を進め
る必要があります。 
 

■小中学校周辺に地区の中心地を形成 
西部小学校の移転、西部プールの建設による

公共施設の集約化により、中心性が高まった
ことから、今後は道路・公園の整備などに加
えて、更なる公益施設の立地誘導を図り、地
区の中心地としての機能の充実を進める必要
があります。 
 
■土石の採取などにより悪化した自然環境の

復元 
西部地区は、島松に入植した中山久蔵が初め

て寒冷地でも育つ稲作に成功し、種もみを全
道に広めた寒地稲作発祥の地です。近年では、
畑作と酪農地帯としての役割を担っているほ
か、豊かな自然にいだかれた地区として、ス
キー場、ゴルフ場、キャンプ場などのスポー
ツ・レジャー施設があり、多くの人が訪れて
います。一方で、土石の採取などにより、自
然環境の悪化したところがあるため、復元に
向けた取り組みが必要となっています。 
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４−２．西部地区の特性（現況と課題） 

（１）地区の将来像 
西部地区は、コンパクトな市街地の形成、日常

生活の利便性の向上、豊かな自然の保全と活用 
 

などがテーマとなります。 

そこで西部地区の将来像を以下のようにし

ます。 

 

（１）土地利用の基本方針 

①住宅地 

●戸建住宅、集合住宅、商業・業務施設など

が立地する一般住宅地は、住環境、商業・

業務環境が相互に調和した生活利便性の

高い住宅地の形成を図ります。 

●戸建住宅を中心とした専用住宅地は、地区

住民が中心となってまちづくりのルール

を定め、雄大な自然環境と調和する緑豊か

な住宅地の形成を図ります。 

 

②商業・業務地 

●国道36号沿道の地域商業地は、高齢社会に

対応し、住宅の身近なところで日常生活に

必要なものを入手できるように、安全で快

適な歩行者空間の確保など商業環境の整

備を図りながら、文化施設などと合わせて
人や情報が集まる地区の形成を図ります。 

③工業地・主要幹線道路沿道 
●大曲・西部地区の国道36号、羊ヶ丘通周辺

においては、次世代型の新たな産業・業務

系団地の配置の検討を進めます。 
●国道36号沿道において、街路樹による緑化

や看板の規制などにより本市のイメージア

ップを図りつつ、主要幹線の沿道機能を生

かした商業・業務施設や軽工業・物流施設

が立地するよう、うるおいのある沿道環境

の形成を図ります。 

●造成が進んでいる北広島輪厚工業団地の企

業誘致を推進します。 

●輪厚パーキングエリア周辺は、スマートＩ

Ｃ機能など地域特性を生かした土地利用に

ついて検討を進めます。 
 

 
 
 
 

生活の利便性が確保されたコンパクトな市街地が形成され、農業やレクリエーションが周

辺部で展開される、スケールの大きな自然と調和した地区
ま ち

 

 

（２）地区づくりの目標 
■生活の利便性を高めながら、コンパクトな

市街地を形成します 
西部小学校、西部中学校の周辺に生活の利

便性を高める公共・公益施設を配置しつつ道

路や公園などの都市基盤施設を整備し、地区

における中心地を形成するとともに、市街地

内の利用されていない土地を有効に活用し、

緑に囲まれたコンパクトな市街地の形成を図

ります。 
 

■歴史・文化財、自然環境を活用し、人が訪 

れる地区を形成します 
旧島松駅逓所やクラーク記念碑、寒地稲作 

発祥の地の碑など歴史・文化財の保全と継承、

本市および西部地区のＰＲを図るため周辺環

境の整備を進めるとともに、豊かな自然を生

かしたレクリエーション空間の創出により、

多くの人が訪れる地区の形成を図ります。 
 

■森林の適正な管理、農業の振興により、豊

かな自然の保全、復元を図ります 
スケールの大きな自然環境を守り、後世に

残していくため、森林の適正な管理や利用、

農業の振興により、森林などの豊かな自然や

農地を保全するとともに、土石の採取などで

悪化した自然環境の復元を図ります。 
 

４−３．地区づくりの基本方針 
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④森林地域 

●仁別から三島にかけての森林は、水源流域

地域保全事業等で保全、活用を図ります。

また、市街地に近い樹林地は豊かな自然を

生かした、自然観察や野生生物とのふれあ

いの場として活用を図ります。 

●貴重な自然環境を後世に継承するため、森

林地域の開発にあたっては開発業者に対

して適切な指導を行い、無秩序な開発の防

止を図ります。 

 

⑤農業地域 

●畑地を主体とした農地の保全を図るとと

もに、市民などが土にふれ、作物を収穫す

る体験ができる市民農園や観光農園など

のグリーンツーリズムの展開により、農業

者との交流が生まれる環境の創出を図り

ます。 

 

（２）都市交通体系の基本方針 

①広域幹線道路 

●広域的な人や物の移動、近隣市町との連携

を強化するため、国道36号の道路交通機能

の強化を促進します。広域幹線道路である

羊ヶ丘通については、輪厚スマートＩＣと

のアクセスや北広島団地地区と西部地区

を結ぶ幹線道路との接続、恵庭市までの延

伸に向けた検討を行います。尚、輪厚スマ

ートＩＣの24時間化について検討を行い

ます。 

 

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路 

●北広島団地地区、東部地区、西の里地区と

の連携を強化するため、幹線道路である市

道広島輪厚線や市道輪厚中の沢線などの

道路機能の強化を図ります。 

●輪厚中央通などの補助幹線道路は、未整備

区間の整備を推進するとともに、適切な補

修、改良など維持管理を行います。 

●区画道路は、市民生活に密着した道路とし

て順次整備を進めるとともに、適切な補

修、改良など維持管理を行ないます。 

 

③歩行者・自転車道路 

●国道36号などを利用して地区間を結ぶサ

イクリング・ネットワークの形成を図りま

す。 

●既存道路を活用して地区内を結ぶ歩行

者・自転車道路ネットワークの形成を図り
ます。 

④公共交通 

●地区内外の移動の利便性や交流の活発化

を高めるため、交通空白地域における移動

手段の確保を検討します。 

●近隣市や他地区などとの連携を強化する

ため、路線バスの充実に努めます。 

 

⑤道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性、道路空間の憩いとやすらぎ

を高めます。 

 

（３）緑・水環境の基本方針 

①レクリエーション空間 

●子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空

間を創出するため、利用者である地域住民

の意見を聞きながら、身近な公園のあり方

を検討し、街路樹や花壇づくりによる演出

で、訪れる人をなごませる空間づくりに努

めます。また、西部小学校周辺に新たな公

園の整備を図ります。 

●旧島松駅逓所やクラーク記念碑などを生

かし、周辺の自然環境との調和に配慮しな

がら、多くの人が集まる、史跡として整備

を図ります。また、旧島松駅逓所周辺の島

松川や仁井別川については、河川環境を保

全するとともに、周囲の自然環境に配慮し

た親水空間の検討を行います。 

 

（４）都市景観の基本方針 

①市街地景観 

●住宅地は、地区住民が中心となって街並み

づくりのルールを定め、緑化の推進などに

より、雄大な自然やレクリエーション環境

と調和した住宅地景観の創出を図ります。 

●市街地内にあって主要幹線道路である国

道36号の沿道は、本市のイメージアップを

図るため、木や花による緑化、建築物や屋

外広告物の色彩などのルールを定め、うる

おいのある都市的な街並みづくりを進め

ます。 
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●北広島輪厚工業団地については、周辺の

自然環境、住環境と調和した工業地景観

の形成を促進します。 

 

②自然・田園景観 

●市街地の背景となり季節感を演出する市

街地周辺の樹林地の保全を図るため、開

発の抑制に努めます。 

●都市にうるおいとやすらぎを与える、地

区の西側などにある畑地等の農地の保全

を図ります。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 

西 の 里 地 区 

５−１．西の里地区の特性（現況と課題） 

■西の里公民館周辺の既存住宅地の市街地整

備 

西の里地区は、明治28年（1895年）頃から

の入植により、集落が形成されていましたが、

昭和45年からの西の里団地の造成を契機に計

画的な住宅地が形成されてきました。その後、

土地区画整理事業による新しい住宅地が形成

されるなど、人口が増加しました。最近では、

西の里南地区を市街化区域に編入し、都市基

盤施設の整備を計画的に進めてきました。 

 

■貴重な野幌原始林などの自然環境と調和し

た住環境の形成 

地区の東側から南側へは、江別市から連なる

天然記念物である野幌原始林の一部である国

有林が広がるなど、豊かな自然にかこまれた

地区となっています。また、市街地内におい

ては、西の里公園や虹ヶ丘公園など緑豊かな

公園が整備されています。住宅地においても、

木々を育て、花を増やすなど、自然環境と調

和できる住環境の形成を進める必要がありま

す。 

 

■西の里公民館周辺の地区中心地の充実 

西の里地区は、地区の明確な中心地がないの

が現状で、西の里出張所や西の里公民館・福

祉施設などの公共公益施設、国道274号沿いの

商業・業務施設を核としながら、生活の利便

性を高める各種施設の充実、集積を図るなど、

暮らしやすさを高める地区の中心地を充実す

る必要があります。 

■地区内を便利に移動できる歩行者・自転車

の快適性や公共交通の利便性の向上 

西の里小学校や西の里中学校は住宅地から

離れており、また、ＪＲ上野幌駅は隣接する

札幌市内にあることから、通勤・通学時には

比較的長い距離の移動が必要となっていま

す。自家用車以外でも便利で楽しく移動がで

きる地区を形成するため、歩行者や自転車の

快適性と安全性を高め、公共交通の利便性を

高める必要があります。 

 

■ＪＲ上野幌駅周辺の土地利用 

ＪＲ上野幌駅周辺については、住宅地が造

成され利用者も１日5,000人を超えており、周

辺の土地利用は長年の課題となっています。

今後も、関係機関と協議を行い、市街化区域

編入の可能性を考慮しながら、自然環境との

調和や駅機能を生かした商業・業務施設など

の立地誘導等を検討する必要があります。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 

５−２．地区づくりの目標 

（１）地区の将来像 
西の里地区は、自然環境と調和できる土地

利用の推進、生活利便施設の適正な配置、安
全で便利な道路ネットワークの形成などがテ 

ーマとなります。 

そこで西の里地区の将来像を以下のように

します。 

 

（１）土地利用の基本方針 

①住宅地 

●戸建住宅、集合住宅、商業・業務施設など

が立地する一般住宅地は、住環境、商業・

業務環境が相互に調和した生活利便性の

高い住宅地の形成を図ります。 

●戸建住宅を中心とした専用住宅地は、地区

住民が中心となってまちづくりのルール

を定め、雄大な自然環境と調和する緑豊か

な住宅地の形成を図ります。 

●西の里公民館周辺の既存の住宅や福祉施

設が集積している西の里南地区について

は、道路や公園、下水道などの基盤の整備

や公営住宅の集約により、良好な住宅地環
境の形成を図ります。 

②商業・業務地 

●国道274号沿道の地域商業地は、高齢社会

に対応し、住宅の身近なところで日常生活

に必要なものが入手できるように、安全で

快適な歩行者空間の確保など商業環境の整

備を図りながら、文化施設などと合わせて

人や情報が集まる地区のコミュニティの中

心地の形成を図ります。 

●ＪＲ上野幌駅周辺は、自然環境との調和や

利用者の利便性などに配慮し、関係機関と

協力しながら、駅機能を生かした商業・業

務施設などの立地誘導について検討しま
す。 

 

豊かな緑に囲まれた快適な住宅地、安全で便利な道路、生活拠点の形成など暮らしやすさ 

を追求し、ゆとりある生活文化が感じられる地区
ま ち

 

 

（２）地区づくりの目標 
■西の里公民館周辺にコミュニティの中心と

なる生活拠点を形成します 

西の里公民館を中心とした地区に、医療施

設や福祉施設、公園などを集積し、地区住民

のコミュニティの中心となる生活拠点の形成

を図ります。 

 

■豊かな緑と調和できる住宅地を形成します 

成熟した住宅地のリニューアル、新しい住

宅地の木や花による緑化、西の里公民館周辺
の既存住宅地における住環境の向上、統一感 

のある街並みなどについて、地区住民が主体

となってきめ細かなまちづくりルールを定

め、豊かな緑と調和できる新旧の住宅地の形

成を図ります。 

 

■徒歩や自転車で楽しく移動できる道路ネッ

トワークを形成します 

西の里小学校や中学校への通学、商店街で

の買い物、公園やＪＲ上野幌駅の利用など、

日常的な地区内の移動が便利に楽しく行われ

るように良好な歩行者・自転車道路ネットワ

ークの形成を図ります。 

 

５−３．地区づくりの基本方針 
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●区画道路は、市民生活に密着した道路とし

て順次整備を進めるとともに、適切な補

修、改良など維持管理を行い、地区住民と

行政が協力しながら、安全性や防犯性を高

めるなど、歩行者、自転車、自動車が共存

でき、歩いて楽しい道路空間の形成を図り

ます。 

 

③歩行者・自転車道路 

●西の里公民館、福祉施設、地域商業施設な

ど人が多く集まる場所を中心として、広く

て段差のない歩道などだれもが利用しや

すく、安全で快適な歩行者空間の形成を図

ります。 

●近隣市町を連絡する広域的なサイクリン

グ・ネットワークを形成する、道道札幌恵

庭自転車道線沿道に整備された自転車の

駅や、学習の森などを、市民の交流の場と

して活用を図ります。 

●既存道路を活用して、地区内を東西に結ぶ

歩行者や自転車道路のネットワークの形

成を図ります。 

 

④公共交通 

●ＪＲ上野幌駅は、関係機関と協力しなが

ら、周辺の自然景観との調和や利用者の利

便性等に配慮した駅前整備のあり方につ

いて、検討を進めます。 

●地区内外の移動の利便性や交流の活性化

を高めるため、交通空白地域における移動

手段の確保を検討します。 

●近隣市や他地区などとの連携を強化する

ため、路線バスの充実に努めます。 

 

⑤道路空間の環境整備 

●通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者

の多い道路、また、自動車の交通量の多い

道路については、冬期間の除排雪水準の向

上に努め、信号機や標識の設置、街路樹の

適正な管理などを行うとともに、道路の安

全性や快適性、道路空間の憩いとやすらぎ

を高めます。 

 

 

第４章 地区づくりの基本方針 

 

●幹線道路である厚別東通の沿道において、

街路樹による緑化や看板の規制などによ

り本市のイメージアップを図りつつ、商

業・業務施設の集積を図り、にぎわいのあ

る地域商業地の形成を図ります。 

 

③主要幹線道路沿道 

●国道274号沿道において、街路樹による緑

化や看板の規制などにより本市のイメー

ジアップを図りつつ、主要幹線道路の沿道

機能を生かした商業・業務施設や軽工業・

物流施設が立地するよう、うるおいのある

沿道環境の形成を図ります。 

 

④森林地域 

●森林については、森林所有者の理解を得な

がら、守るべき緑地の指定などや、無秩序

な開発の防止に努め、良好な自然環境の保

全を図ります。また、市街地に近い樹林地

などは豊かな自然を生かした、自然観察や

野生生物とのふれあいの場として活用を

図ります。 

 

⑤農業地域 

●畑地を主体とした農地の保全を図るとと

もに、市民などが土にふれ、作物を収穫す

る体験ができる市民農園や観光農園など

のグリーンツーリズムの展開により、農業

者との交流が生まれる環境の創出を図り

ます。 

 

（２）都市交通体系の基本方針 
①広域幹線道路 

●広域的な人や物の移動、近隣市町との連携

を強化するため、国道274号の道路交通機

能の強化を促進します。 

 

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路 

●大曲地区、西部地区との連携を強化するた

め幹線道路である市道大曲東通線、厚別東

通などの道路機能の強化を図ります。 

●西の里白樺通、虹ヶ丘中央通などの補助幹

線道路は適切な補修、改良など維持管理を

行います。 
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第４章 地区づくりの基本方針 

 

（３）緑・水環境の基本方針 
①レクリエーション空間 

●子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空

間を創出するため、利用者である地区住民

の意見を聞きながら、西の里公園、虹ヶ丘

公園など身近な公園のあり方を検討しま

す。また、街路樹や花壇づくりによる演出

で、訪れる人をなごませる空間づくりに努

めます。 

●北広島レクリエーションの森などは豊か

な自然を生かした、自然観察や野生生物と

のふれあいの場、市民の交流の場として活

用を図ります。 

●水と緑にふれられ、地区住民が交流する場

を形成するため、野津幌川については、Ｊ

Ｒ上野幌駅前整備に合わせて地区住民の

協力を得ながら木や花による植栽など、河

川環境を保全しながら、うるおいのある親

水空間の創出を検討します。 

 

（４）都市景観の基本方針 

①市街地景観 

●住宅地は、地区住民が中心となって街並み

づくりのルールを定めるとともに、木や花

による緑化を進め、個性や生活文化が感じ

られるような住宅地景観の創出を図りま

す。 

●国道274号や厚別東通の沿道の地域商業地

については、にぎわいが感じられる街並み

の形成を促進します。 

●市街地内にあって主要幹線道路である国

道274号の沿道は、本市のイメージアップ

を図るため、木や花による緑化、建築物や

屋外広告物の色彩などのルールを定め、う

るおいのある都市的な街並みづくりを進

めます。 

 

②自然・田園景観 

●市街地の背景となり季節感を演出する森

林や樹林地の保全を図るため、開発の抑制

に努めます。 

●郊外の主要幹線道路などの沿道について

は、本市のイメージアップを図るため、樹

林地や農地の保全、木や花による緑化、屋

外広告物の規制などにより、うるおいのあ

る景観づくりを進めます。また、豊かな眺

望が楽しめる眺望ポイントの周辺環境の

整備を進めます。 
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日常生活やレクリエーション 
を楽しくする歩行者・自転車 
道路のネットワークの活用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進に向けて 

 

計画実現のための基本的な取り組み 
連携と協働による都市づくり 

現在、わが国のシステムが地方自治体の自

主性、主体性を尊重した地方分権社会へと

徐々に移行しており、地方自治体の政策立案

の向上が求められています。このような社会

にあって、市民と行政が将来像を共有化し、

強いパートナーシップを組みながら、計画を

策定し、実行することが重要となっていま

す。 

都市計画マスタープランの策定にあたっ

ては、多くの市民などに協力していただいて

おり、その目指す都市像は、市民や事業者、

行政が共有できるものと考えています。 

本計画が示す将来都市像の実現に向けて

は、都市計画としての取り組みはもとより、

広域的な連携や協力、本市における今後の計

画や施策との調整が重要である上に、市民や

事業者の理解、協力が必要です。 

 

（１）関係する機関との連携および関連計画
等との調整 

①広域的な調整と連携 

本計画が示す将来都市像の実現に向けて

は、都市計画としての取り組みはもとより、

本計画は、国や北海道の広域圏計画をふまえ

て策定されています。 

道央都市圏の中核都市として国、北海道や

関係機関と調整・連携を図りながら広域的な

視野に立った都市づくりを推進します。 

 

②周辺自治体との調整と連携 

市民の日常生活圏の広域化、周辺市町民と

の交流の拡大など、周辺自治体との連携はま

すます拡大する傾向にあります。このような

動向に対して市民の要望に対応しつつ、周辺

自治体と連携を図りながら都市づくりを進

めていきます。 

 

③関連計画および施策との調整 

本計画は、市の行政運営全般の方針を示す

北広島市総合計画に即すとともに、関連する

分野の計画と整合性を図りながら策定して

います。 

今後策定されるまちづくりの計画や推進

される施策との調整を図り、多くの市民の声

を反映して策定した本計画の実現に努めま

す。 

 

（２）連携と協働による都市づくり 
近年の社会経済情勢の変化の中で、市民ニ

ーズの多様化・高度化が進む一方、地方財政

を取り巻く環境が厳しさを増し、都市基盤整

備に対する投資力の低下が深刻化していま

す。このような状況のもとで将来都市像の実

現を図るためには、都市づくりにかかわる市

民・事業者・行政がおのおのの役割を分担し、

連携と協働のもとに取り組みを進めていく

必要があります。 

地区における住民主体のまちづくりのル

ールの設定、身近な公園の管理、道路沿いの

花壇の緑化など、市民のまちづくりへの参加

機会は、確実に増えていくと考えられます。 

市民と行政の協働によるまちづくりを進

めるため、都市計画の提案制度＊の活用を図

るとともに、市民が主体的に行なうさまざま

なまちづくり活動の支援を進めます。 

 

＊都市計画の提案制度 住民主体のまちづくりを進めたり、地域の活性化を図るため、土地所有者等が一定の条件（面積や同意など）を満たした上
で、地方公共団体に都市計画の決定や変更の提案ができるもの。 
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（３）都市計画マスタープランの見直し 
本計画は、計画期間が中長期にわたることか

ら、社会経済状況の変化や市民意識の変化など

により、適切に見直しを行なっていくことが必

要です。 

また、こうした見直しは、上位計画である本

市の総合計画や北海道が定める「都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針」の見直しとも連

動しており、必要に応じて全面的あるいは部分

的な見直しを行ないます。 

さらに、「第２章都市づくりの理念と目標」

における「都市づくりの視点」、「都市づくり

の理念」、「都市づくりの目標」に掲げた基本

的な方向をふまえつつ、個別の課題等で見通し

が明確になった事項については、適宜部分改定

などを行い、本計画が時代や状況の変化に適切

に対応する計画としていくために、必要なフォ

ローアップを行なっていくものとします。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

実現のための検討事項 

『北広島市都市計画マスタープラン』は、

都市計画に関する基本的な方針であり、その

実現に向けた具体的な取り組みには、さらに

詳細な検討が必要な事項があります。以下に

検討が必要な代表的な事項を示します。 

 

 

（１）全市に共通の事項 
●住民主体のまちづくりルールの検討 

「専用住宅地は、住民が主体となってきめ

の細かいまちづくりのルールを定め」として

いますが、住民主体の検討組織を立ち上げる

とともに、まちづくりルールの中身について

具体的な検討を行なうことが必要となって

います。 

 

●各地区の連携強化 

本市の行政・交通・文化の中心である東部

地区、人口減少や少子高齢化の傾向にある北

広島団地地区、大型商業施設の進出が続く大

曲地区、スマートＩＣの開通や工業団地の造

成が行われている西部地区、札幌市に接し都

市機能が整った西の里地区の連携強化が必

要となっています。そのためには、北広島団

地地区と西部地区を結んでいる地区間道路

などの機能強化や、羊ヶ丘通の延伸について

検討が必要です。 

 

●地区核の充実と整備 

５つの地区ごとに商業・業務施設や文化施

設等を中心とする核を位置づけ、既存機能の

強化や新たな機能の創設により、地区の住民

や情報が集まる地区の核づくりを進めるこ

とが、必要となっています。今度も更なる機

能の充実や、整備に向けての検討が必要で

す。 

 
 

（２）北広島団地地区に関する事項 
●コミュニティの中心地の形成に向けた検討 

「北広島団地地区の地域商業地は、人や情

報が集まる地区のコミュニティの中心地を

形成」としていますが、民間活力を生かしな

がら、住民主体の検討組織により交流の中心

地としての機能と使い方について検討が必

要となっています。 

 

●多様な住まい方ができるまちなか住宅地の 

形成に向けた検討 

「利便性の高い場所での育児機能や高齢

者生活の支援機能を導入しつつ、分譲住宅

や、賃貸住宅といった集合住宅の立地を誘

導」としていますが、駅周辺のまちなか住宅

地の形成などをはじめとして、年齢構成の偏

りの少ない地区を形成するため、住民・専門

家・行政により更なる検討が必要となってい

ます。 

 

●北広島団地活性化計画の推進に向けた検討 

「北広島団地に住み続けられること」「将

来、住民となる次世代のこと」「北広島団地

の魅力アップ」を基本理念として、市民、事

業者、ＮＰＯや大学等と行政の協働により、

北広島団地の再生、活性化の推進に向けた検

討が今後も必要となっています。 
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（３）東部地区に関する事項 
●魅力的な商業地の形成に向けた検討 

駅から中央地区にかけて公共施設や商業・業

務施設が集積していますが、魅力的な商業地

を形成するため、商業者・消費者・行政・専

門家などにより商業機能の強化、街並みの形

成に向けた検討が必要です。 

 

●市庁舎建設に向けた取り組み 

市庁舎は耐震性や狭隘化、分散化などによる

市民サービスの低下などが課題となってい

ます。そのため、市民に親しまれ安全で利用

しやすい、景観や環境に配慮した、新庁舎建

設の取り組みを進めます。 

 

（４）大曲地区に関する事項 
●コミュニティの中心地の形成に関する事項 

「大曲会館の周辺とふれあい学習センター

との連携を強化し、地区の文化や住民間の交

流を育てる場を創出」としていますが、住民

主体の検討組織により、文化・交流の育成に

向けた具体的な検討が必要となっています。 

 

●うるおいの感じられる地区の形成に関する

事項 

大曲地区は広域幹線道路や幹線道路が多く、

また、工業団地があるためうるおいのある地

区の形成が求められており、住宅地・工業

地・道路などにおける緑化の取り組みと合わ

せて、幹線道路沿道の建築物や屋外広告物の

色彩などのルールづくりの検討が必要とな

っています。 
 

（５）西部地区に関する事項 
●西部小・中学校周辺の整備に関する事項 

「西部小・中学校の周辺に公共・公益施設を

集約しつつ道路や公園などを整備し、地区に

おける中心地を形成」としていますが、住民

主体の検討組織により、中心地に必要な機能

と使い方について検討が必要となっていま

す。 

 

●旧島松駅逓所を中心とした史跡の整備に関

する検討 
「旧島松駅逓所やクラーク記念碑などを生
かし、多くの人が集まる、史跡として整備」
としていますが、史跡にふさわしい機能や景
観、人を呼び込むための運営方法など住民の
意見を聞きながら整備に向けた検討が必要
となっています。 

 

●輪厚パーキングエリア周辺の土地利用の検

討 

輪厚パーキングエリア周辺は、スマートイン

ターチェンジ機能など地域特性を生かした

土地利用について検討を進めます。 

 

（６）西の里地区に関する事項 
●コミュニティの中心地の形成に向けた検討 

「西の里公民館を中心とした地区に暮らし

やすさを高める各種施設を集約し、地区住民

のコミュティの中心となる生活拠点を形成」

としていますが、住民主体の検討組織によ

り、中心地に必要な機能と使い方について検

討が必要となっています。 

 

●上野幌駅周辺の整備に関する検討 

「ＪＲ上野幌駅の交通結節機能を強化する

ため、周辺の自然環境との調和や利用者の利

便性などに配慮した駅前整備」としています

が、地区住民・行政・専門家などの参加によ

り、駅周辺整備のあり方や有効利用に向けた

検討が必要となっています。 
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ワークショップ会議参加者（５０音順） 

 

73 

 

浅 井 高 幸 

東  幸 男 

阿知良 勢津子 

飯 尾 尚 子 

五 十 嵐 一 

池  畑  康  雄 

石  田  孟  史 

宇田川 留美子 

大 久 保  フ   ヨ 

大  橋 奈 緒美 

岡 川 洋 子 

小 幡 成 彦 

鹿 野 英 男 

鎌 崎 信 一 

亀 田  実 

北 山 文 子 

木 下 八 郎 

木 村 三 郎 

熊 野 智 仁 

郡 山 政 夫 

小 林 光 夫 

金  豊 

斉 藤 善 久 

佐々 木 運  作 

佐々 木 貞  子

佐々木 三千男 

佐  藤  清  一 

佐 藤 絵美子 

佐 藤 恵美子 

佐 藤 加代子 

佐 藤 由紀子 

寒 川 和 子 

沢 口 一 洋 

沢 口 優 子 

沢 田 良 子 

重 本 賢 治 

島  智 二 

嶋 田 浩 彦 

嶌  田  千鶴子 

清 水  章 

鈴 木 光 信 

大 門 和 子 

高 崎 孝 道 

高 橋 幸 枝 

高 藤 昌 志 

滝  沢  恵美子 

田  口  加奈恵 

田 附 景 子 

田 所 洋 一 

田  村  美千代 

千 葉 澄 子 

千 葉 千 晶 

中  鉢  明  光 

長  南 登 志子 

塚 本 鵠 児 

中 尾 徳 子 

永 岡  博 

中 川 明 仁 

中 川 良 明 

中 野 茂 則 

長 浜  正 

中 村 和 子 

中 村 桂 子 

中  村  奈津恵 

梨 本 和 枝 

成 田 英 雄 

南 條  元 

仁 木 裕 香 

長谷川 し  づ 

長谷川 眞知子 

長谷川 美津枝 

畠 山  勝 

畠 沢 末 吉 

浜 田 賢 一 

林    加代子 

林  富 子 

原  鈴 恵 

 

廣  谷  昌  紀 

船  場  祐  司 

古  沢  菜穂子 

本 多 俊 隆 

松 尾 初 美 

松  尾  千恵子 

松 崎 陽 子 

三 澤 賢 一 

水  島 日佐子 

南  仁 

宮  元 孝一郎 

村 上 正 道 

森  英 夫 

安 井 俊 裕 

安 田  勲 

梁 川 協 子 

屋  野 とみ子 

山  形 千賀枝 

山 本 典 子 

横 田 勝 夫 

横 田  勝 

横 山  弘 

吉 川 悦 子 

吉 田 敏 子 

我 妻 庄 三 
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氏 名 所属団体等  

委 員 長 持 田  潤 札幌国際大学  

副委員長 石 川 秀 也 福祉施設長  

委 員 瀬戸口     剛  北海道大学  

委 員 岸   邦 宏 北海道大学  

委 員 小 池 隆 史 北広島商工会  

委 員 加々見  冨美子 国際ソロプチミスト  

委 員 中 川 昌 憲 北広島市ＰＴＡ連合会  

委 員 小 屋 亮 子 地区市民  

委 員 山 岸 啓 江 地区市民  

委 員 長谷川  眞知子 地区市民  

委 員 渡 邊 明 美 地区市民  

委 員 竹 田 保 夫 地区市民  

委 員 石 田 孟 史 公 募  

委 員 村  川  栄太 郎 公 募  

委 員 本 橋 健 治 公 募  

委 員 佐 藤 清 一 公 募  

   

 

都市計画マスタープラン策定委員名簿 
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年 月 内 容 

平成12年度（2000）   ８月 

平成13年度（2001） ４～５月 

 

５月 

 

 

６月 

８月 

 

 

 

９月 

 

10月 

 

12月 

 

 

１月 

 

 

２月 

 

３月 

 
 

都市計画基礎調査①（都市機能調査）  

市民都市づくりアンケート 

回収数329（意見数約4,000） 

広報①「市民都市づくりアンケート協力のお願い」 

市ホームページ掲載（以後、随時更新） 

都市計画基礎調査②（都市構造調査） 

広報②「都市マスの説明とワークショップメンバー募集」 

全体構想市民ワークショップ会議① 

テーマ「北広島市の良いところ悪いところ」 

全体構想市民ワークショップ会議② 

テーマ「将来の魅力的な北広島市を考える」 

ワークショップニュース① 

「第１回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介」 

ワークショップニュース② 

「第２回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介」 

広報③「都市マス策定委員の公募」 

ワークショップニュース③ 

「都市づくりアンケートの結果報告」 

広報④「都市づくりアンケートの結果のお知らせ」 

全体構想市民ワークショップ会議③ 

テーマ「全体構想事務局素案の評価」 

広報⑤「都市マスと市民参加（地域別ワークショップメンバーの募集）」 

都市計画マスタープラン策定委員会① 

ワークショップニュース④ 

「第３回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介（地域別ワークシ 

ョップメンバー募集）」  

平成14年度（2002）   ４月 

５月 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

８月 

 

都市計画マスタープラン策定委員会② 

地域別構想市民ワークショップ会議① 

テーマ「私たちの地域はこんなまち」 

都市計画検討委員会① 

都市計画検討委員会幹事会① 

ワークショップニュース⑤ 

「第１回地域別ワークショップ会議の様子と意見紹介」 

地域別構想市民ワークショップ会議② 

テーマ「地域の将来像パート１」 

都市計画マスタープラン策定委員会③ 

広報⑥「地域別ワークショップ会議の紹介」 

地域別構想市民ワークショップ会議③ 

テーマ「地域の将来像パート２」  

計画策定の経過 
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年 月 内 容 

９月 

 

 

10月 

 

 

 

11月 

12月 

 

２月 

 

 

３月 

ワークショップニュース⑥ 

 「第２回地域別ワークショップ会議の様子と意見紹介」 

 都市計画マスタープラン策定委員会④ 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑤ 

 地域別構想市民ワークショップ会議④ 

 テーマ「まちづくり構想住民提案の発表と意見交換」 

 広報⑦「地域別ワークショップ会議の紹介」 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑥ 

 ワークショップニュース⑦ 

 「第３・４回地域別ワークショップ会議の様子と住民提案」 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑦ 

 都市計画検討委員会幹事会② 

 庁内作業部会①～３回 

 庁内作業部会②～２回  
平成15年度（2003）   ４月 

 

５月 

６月 

７月 

 

８月 

 

 

10月 

11月 

３月 

 
 
 
 

広報⑧「策定委員会の様子とリーフレットのお知らせ」 

 リーフレットの全戸配布（全体構想素案の概要と意見の募集） 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑧ 

 庁内作業部会③～２回 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑨ 

 都市計画審議会へ報告① 

 ワークショップニュース⑧ 

 「全体構想素案に寄せられた意見」 

 市議会 総務常任委員会へ報告① 

 広報⑨「地域別構想素案の概要と意見募集」 

 庁内作業部会④～３回 

 都市計画マスタープラン策定委員会⑩ 

 庁内作業部会⑤ 

 都市計画マスタープラン策定委員会より提言 

 市議会 総務常任委員会へ報告② 

 都市計画審議会へ報告②  

平成16年度（2004）   ４月 

  

 

 

５月 

都市計画検討委員会幹事会③ 

都市計画検討委員会② 

都市計画審議会③（諮問・答申） 

北広島市都市計画マスタープランの決定 

公表、知事へ通知  

  

★注 地域別ワークショップ会議は、５地区・３会場で、各地区ごとに３回ずつ行い、第４回は
全地区のメンバーが一堂に会して実施。 
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役 職 氏 名 所属団体等 

委 員 長  

副委員長 

委 員 

委 員 

瀬戸口 剛 

岸   邦宏 

鈴木 聡士 

田巻 春起 

北海道大学大学院工学研究院 教授 

北海道大学大学院工学研究院 准教授 

北海学園大学生命工学科   准教授 

元 札幌市企画調整局都心整備室長 

年 月 内 容 

平成23年度（2011）９月 

 

 

11月 

 

１月 

 

 

 

 

２月 

都市計画審議会②  

「北広島市都市計画マスタープランの見直しについて」（諮問） 

諮問・将来人口等について 

都市計画審議会③ 

今後の10年のまちづくりの方向性等 

都市計画審議会④ 

総合計画（第５次）と都市計画マスタープランの比較 

専門委員会の設置等 

専門委員会① 

専門委員会設置経緯・今後の進め方 

専門委員会② 

今後10年のまちづくりの基本方針等 

平成24年度（2012）４月 

 

５月 

 

６月 

 

 

 

８月 

 

11月 

 

月 

 

 

専門委員会① 

今後10年のまちづくりの基本方針等 

専門委員会② 

基本的な方針について（都計審中間報告に向けて） 

都市計画審議会① 

専門委員会からの中間報告 

専門委員会③ 

東西地域の連携について等 

都市計画審議会② 

 「北広島市都市計画マスタープランの見直しについて」（答申） 

パブリックコメント 

 

庁議決定・知事に通知 

役 職 氏 名 所属団体等 

会 長 

副会長 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

 

瀬戸口   剛 

太田   清澄 

長南   秀之 

伊藤     寛 

東谷   和雄（～H23.5.31） 

奥田   邦博（H23.6.1～） 

中川   昌憲（～H23.5.31） 

尾崎   弘人（H23.6.1～） 

木村   公昭（～H23.5.31） 

野村   幸宏（H23.6.1～） 

寺分   三男（～H23.5.31） 

    鈴木 幹男（H23.6.1～H24.4.19） 

坂本      勉（H24.4.20～） 

大滝   和子 

松原 小百合 

北海道大学大学院工学研究院 教授 

札幌学院大学大学院         教授 

農業 

道都大学美術学部建築学科   教授 

北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所所長 

北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所所長 

市議会議員 

市議会議員 

市議会議員 

市議会議員 

北海道札幌方面厚別警察署北広島交番所長 

北海道札幌方面厚別警察署北広島交番所長 

北海道札幌方面厚別警察署北広島交番所長 

司法書士 

会社員 

 

見直しの経緯 

 

北広島市都市計画審議会委員 

都市計画マスタープラン見直し専門委員会 

平成２２年９月１日～平成２４年８月３１日 

平成２４年１月２３日～平成２４年８月３１日 
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用語解説 
（    ）内は本文記載ページ 

 
あ 
 
オープンスペース 

公園・広場・河川・農地など建物によって覆われ
ていない土地。あるいは敷地内の空地を総称してい
う。（P．22） 

 

か 
 
開発許可 

主として建築物の建築または、特定工作物の建設
の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更に
対する許可制度のこと。（P．22） 

 
合併処理浄化槽 

下水道が整備されていない地域で、し尿と台所な
どの生活雑排水を合わせ、微生物処理、塩素殺菌等
により強化処理する装置のこと。（P．32） 
 
環境負荷 

人の活動により環境に及ぼす影響であって、環境
を保全する上で支障の原因となるおそれがあるも
の。（P．12） 
 
観光農園 

農業に関わるさまざまな体験を通して、人びとが
楽しみながら農業への理解を深めるとともに、消費
者と生産者の交流の場ともなる農園。（P．23） 
 
北広島市総合計画（第５次） 

市町村の基本構想及び基本計画などの総称（平成
23年度からの10年計画）（P．２） 
 
北ひろしまにふさわしいコンパクトシティ 

市全体からみて市街地を集中的にまとめるのでは
なく、５つに分かれている市街地を適切な規模に設
定し、集積を高めることにより広がりを抑え、利便
性の高い市街地を形成するという考え方。（P．２） 
 
 
旧島松駅逓所 

駅逓所は、人馬を設置し、荷物や文書を引き継い
で輸送していく中継所のこと。島松駅逓所は、明治
６年（１８７３年）、札幌本道（国道３６号）開通
の際、沿道の島松に設置された。道内に残る最古の
駅逓所として、昭和５９年（１９８４年）に国指定
史跡となった。（P．３１） 
 
協働 

同じ目的のために、役割を分担し、ともに協力し
て働くこと。（P．１） 
 
 

 

具体の都市計画 

土地利用（市街化区域と市街化調整区域の区分、
用途地域等）などの都市計画決定するもの及び都市
計画事業。都市計画事業とは都市施設（道路・公園・
下水道等）の整備に関する事業や市街地開発事業（土
地区画整理事業・市街地再開発事業等）などを指す。
（P．３） 

 
クラーク記念碑 

札幌農学校教頭 WES・クラーク博士が明治１０年
（１８７７年）４月に帰国の際、「ボーイズ・ビー・
アンビシャス」の言葉を残した旧島松駅逓所のそば
に建つ記念碑。（ P．３１） 
 
グリーンツーリズム 

農山漁村地域などにおいて、農林漁業体験や地域
の自然や文化にふれ、人々との交流を楽しむ滞在型
の余暇活動。（P．２３） 
 
建ぺい率、容積率 

建ぺい率は、敷地面積に対する建築物の建築面積
の割合をいい、容積率は、敷地面積に対する建築物
の延べ床面積の割合をいう。（P．２２） 
 
交通空白地域 

駅の勢力圏を1km、バス停留所の勢力圏を500mと
設定し、その勢力圏から外れる地域。（P．２８） 

 
交通結節点 

駅前広場のように、バス、自動車、鉄道など異な
る交通手段を相互に連結する場所。（P．２５） 
 
交流の森 

各市街地に囲まれた市の中心部にある国有林など
を活用し、自然や文化をテーマとして各地区の連携
や市民・市外住民との交流を図ることを目的とした
空間。（P．１６） 
 
コミュニティ 
地域社会の意味。居住地や関心をともにすることで
営まれる共同体。（P．１２） 
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さ 
 
サイクリング・ネットワーク 

道道札幌恵庭自転車道線を軸に、近隣市町や市内
のレクリエーション施設などを歩行者・自転車道路
で結ぶネットワーク。全ての路線が自転車歩行者専
用道路というわけではなく、一般道路の歩道を利用
する路線を含む。（P．２７） 

 
市街化区域 

都市計画区域内で、すでに市街地を形成している
区域及びおおむね１０年以内に優先かつ計画的に市
街化を図るべき区域。「第２章４．将来都市構造」
における都市地域を指す。また、本文中では市街地
とも表現している。（P．９） 
 
市街化調整区域 
市街化を抑制すべき区域。「第２章４．将来都市構
造」における森林地域や農業地域を指す。（P．９） 
 
市街化調整区域の建築形態規制 

市街化調整区域における住環境の安全や快適さを
守るため、建築物の大きさ、高さなどを規制するも
ので、特定行政庁である北海道が定める。（P．２１） 
 
自然エネルギー 

太陽光、太陽熱、地熱、風力などを利用したエネ
ルギー。（P．３０） 

 

市民農園 

市民が小面積の農地を利用し、野菜などを育てる
農園のこと。市民農園整備促進法に基づく。（P．２
３） 
 
自転車利用環境整備モデル事業 

環境や人にやさしい自転車の利用を促進するた
め、自転車専用道路、自転車駐車場などの利用環境
整備を国が支援して行なう事業。平成１１年（１９
９９年）に、本市を含む全国で１４の都市がモデル
都市に選ばれた。（P．２５） 
 
循環型地域社会 

環境への負荷を小さくするため、資源リサイクル
などを推進し、人間の活動により生じる物質を自然
界の中で循環できるようにする社会。（P．１２） 
 
親水空間 

治水機能だけではなく、水辺で遊んだり、河川沿
いを散策したりする、水に親しむ機能を持った空間。
（P．３２） 

 

 

 
た 
 
宅地造成等規制区域 

宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害
が発生するおそれが著しい区域について、宅地造成
等規制法で指定する区域。（P．３８） 
 
低床バス 

車椅子や足の不自由な人、高齢者などが楽にバス
に乗り降りできるように、乗降口の床を低くしたバ
ス。（P．４０） 

 

低・未利用地 

利用がなされていない土地、又は立地条件からみ
てその利用形態が社会的に必ずしも適切でない（低
位な）土地。（P．１５） 
 
道央都市圏 

札幌市を中心とした小樽市、江別市、千歳市、恵
庭市、北広島市、石狩市、当別町、長沼町、南幌町、
の７市３町からなる圏域。（P．２６） 
 
道道札幌恵庭自転車道線 

札幌市中央区北2条東20丁目地先からＪＲ恵庭駅
までの約32kmの自転車・歩行者専用道路。旧国鉄千
歳線跡地を利用したこの自転車道線は、現在、札幌
市白石区東札幌からＪＲ北広島駅東口までの約
20kmが供用中で、この先恵庭市境まで整備中であ
る。（P．２５） 
 
都市型社会 

市街地を拡大していくのではなく、これまで都市
に整備された社会資本を最大限活用し、安定した都
市環境が形成された社会。（P．１１） 
 
都市計画区域 

都市計画法その他関係法令の適用を受ける土地の
区域で、中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会
的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移
を勘案し、一体の都市として総合的に整備、開発及
び保全する必要がある区域。（P．９） 
 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

都道府県が定める都市計画区域のマスタープラン
というべきもの。都市計画区域の目標、市街化区域
と市街化調整区域の区分（区域区分）の方針、土地
利用、道路や公園等の都市施設の整備方針などを定め
る。（P．２） 

 
都市計画制度 

防災関係の都市計画制度としては、建物の建てづ
まりを防ぐ、建ぺい率の指定や地区計画、火災を防
ぐ、防火・準防火地域などの指定がある。（P．３７） 
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都市計画道路 

都市計画法に基づいて都市計画決定した道路をい
う。その区域は、将来の事業が円滑にできるよう制
限が働き、建築規制が課せられる。（P．２７） 
 
都市計画の提案制度 

住民主体のまちづくりを進めたり、地域の活性化
を図るため、土地所有者等が一定の条件（面積や同
意など）を満たした上で、地方公共団体に都市計画
の決定や変更の提案ができるもの。（P．６９） 
 
都市づくり 

「まちづくり」は、住環境（土地利用、道路、交
通、公園、建築等）、自然環境などの都市整備や環
境等のハード面と福祉、教育、文化、スポーツ、生
涯学習などの人と人との関係性を含めたソフト面か
らなると考えられるが、本計画における「都市づく
り」は、主にハード面にかかわるまちづくりを指す
ものとする。（P．１） 
 
都市緑地 

都市公園法に基づく都市公園の一種で、都市の自
然的環境の保全、改善、都市景観の向上を図るため
にもうけられる緑地。（P．３２） 
 
トリムコース 

北広島団地内を周回する延長約５Kmの自転車・歩
行者専用道路の愛称。（P．４３） 

 
な 
 
ノーマライゼーション 

障がい者や高齢者を特別な存在として保護するの
ではなく、すべての人が地域社会の中で生活してい
くことがノーマル（通常）であり、そのために必要
な措置をしていくという考え方。（P．３９） 

 
は 
 
バリアフリー 

高齢者や障がいのある人などの社会生活における
さまざまな障がいをなくそうという概念。（P．４０） 
 
防災センター 

資材の保管所や防災情報施設などを備えた防災活
動の拠点施設。（P．３８） 

 

 
ま 
 
まちづくりのルール 

地区計画や建築協定、まちづくり協定などの住民
の望む住み良いまちづくりを進めるための手法で、
地区の住民が話し合い、建物の建て方や色彩、街並
みなどについての地区独自のルールを決めることが
できる。（P．２１） 
 
未利用エネルギー 

都市生活から出てくる廃熱や、大気との温度差を
利用した河川水、下水処理などの熱といったこれま
で利用されていなかったエネルギー。（P．３０） 

 
や 

 
用途地域 

都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的と
した土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基
づき、建築物の用途・容積率・建ぺい率及び高さに
ついて制限を行なう制度。おもに、住居系・商業系・
工業系に分かれ、１２種類の用途地域が設定されて
いる。（P．２０） 

 
遊水地 
洪水時に、河川から水を流入させて一時的に貯留し、
流量の調節を行う池・湖沼。また、同様の目的で使
う空き地・原野など。（P．３１） 
 
ら 
 
ライフライン 

生命線の意味。水道、電気、ガス、電話など市民
の生命や暮らしを支える基盤的なシステムのこと。
（P．３７） 
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